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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第52期中 第53期中 第54期中 第52期 第53期

会計期間

自　平成18年
　　４月１日
至　平成18年
　　９月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成19年
　　９月30日

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成18年
　　４月１日
至　平成19年
　　３月31日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高
(百万
円)

156,167104,420 96,804 348,675203,296

経常利益又は
経常損失(△)

(百万
円)

7,039 1,587 539 10,939 △605

中間純利益又は
中間(当期)純損失(△)

(百万
円)

2,516 △101 △6,524 △9,874 △13,091

純資産額
(百万
円)

109,529 88,924 92,868 94,799 73,265

総資産額
(百万
円)

244,579193,643226,303251,821168,579

１株当たり純資産額 (円) 621.69 521.342,364.28526.17 427.86

１株当たり中間純利益
又は１株当たり中間
(当期)純損失(△)

(円) 15.53 △0.63 △400.31 △60.94 △80.80

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 41.2 43.6 39.7 33.9 41.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万
円)

5,297 2,632 △383 △2,377 2,781

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万
円)

△8,993 2,628 △20,710△14,358 3,825

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万
円)

△1,807 △2,433 31,219 9,229 △4,119

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(百万
円)

11,789 12,443 22,055 11,617 11,931

従業員数
[外、平均臨時・
嘱託雇用者数]

(名)
3,874
[9,615]

3,533
[6,747]

6,254
[7,086]

4,586
[9,328]

3,228
[4,260]

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、第52期中は潜在株式がないため、第52期、第53

期中、第53期、第54期中は中間(当期)純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

３　当社は、平成20年３月13日付の臨時株主総会及び種類株主総会における決議に基づき、平成20年４月18

日に全部取得条項付普通株式の全てを取得し、その取得の対価として、Ａ種種類株式16株を発行してお

ります。

４　第54期中の１株当たり純資産額については、純資産額をＡ種種類株式16株と普通株式38,028,000株の和

で除して計算しております。また、第54期中の１株当たり中間純損失は期首でＡ種種類株式を交付した
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と仮定して計算しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第52期中 第53期中 第54期中 第52期 第53期

会計期間

自　平成18年
　　４月１日
至　平成18年
　　９月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成19年
　　９月30日

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成18年
　　４月１日
至　平成19年
　　３月31日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高
(百万
円)

106,271 78,851 68,661 220,047148,603

経常利益又は
経常損失(△)

(百万
円)

4,566 1,077 1,074 7,584 △1,209

中間純利益又は
中間(当期)純損失(△)

(百万
円)

1,449 △160 △2,433 △17,910△14,381

資本金
(百万
円)

34,002 34,002 47,502 34,002 34,002

発行済株式総数 (株) 164,172,987164,172,98738,028,016164,172,987164,172,987

純資産額
(百万
円)

109,242 86,180 94,239 86,994 69,809

総資産額
(百万
円)

179,519151,614170,419162,598131,715

１株当たり配当額 (円) 5.00 5.00 ― 10.00 5.00

自己資本比率 (％) 60.9 56.8 55.3 53.5 53.0

従業員数
[外、平均臨時・
嘱託雇用者数]

(名)
967
[261]

970
[285]

1,067
[280]

951
[269]

974
[282]

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり中間(当

期)純利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
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２ 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社は平成20年７月１日に日本たばこ産業株式会社から、同社食品

事業部機能および食品事業に関連する子会社を譲受けました。

(1) 事業内容の重要な変更

新たに食品事業にベーカリー部門と調味料部門が追加となりました。

事業の系統図は次のとおりであります。

 

 

(2) 主要関係会社の異動

当社食品事業に新たに下記の会社が加わりました。

冷凍食品部門 ジェイティフーズ㈱他５社

ベーカリー部門 ㈱サンジェルマン他３社

調味料部門 富士食品工業㈱他７社

(注)　詳細につきましては３［関係会社の状況］に記載しております。
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３ 【関係会社の状況】

(1) 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。

 

名称 住所
資本金又は
出資金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
又は被所有割合

(％)
関係内容

(連結子会社)      

㈱モバイルサポート
鳥取県
米子市

190サービス事業
100
(100)

―

㈱マックスソリューション
広島県
広島市

240サービス事業
100
(100)

―

舟山谷林食品有限公司
中華人民
共和国
浙江省

2,000
食品事業
(冷凍水産
部門)

100
(100)

―

ジェイティフーズ㈱
東京都
品川区

490
食品事業
(冷凍食品
部門)

100

当社の製品・商品を仕入してい
る。
当社に商品を納入している。
役員の兼任等…１名

サンバーグ㈱
茨城県
猿島郡

100
食品事業
(冷凍食品
部門)

100
営業資金の貸付を行っている。
当社に商品を納入している。
役員の兼任等…２名

一品香食品㈱
福岡県
糟屋郡

35
食品事業
(冷凍食品
部門)

100
当社に商品を納入している。
役員の兼任等…１名

日本食材加工㈱
宮崎県
宮崎市

140
食品事業
(冷凍食品
部門)

100
当社に商品を納入している。
役員の兼任等…１名

旭食材㈱
宮崎県
延岡市

54
食品事業
(調味料部門)

100
当社に商品を納入している。
役員の兼任等…１名

㈱サンジェルマン
東京都
渋谷区

300
食品事業
(ベーカリー
部門)

100
営業資金の貸付を行っている。
役員の兼任等…２名

多摩川ファクトリーサービス㈲
神奈川県
川崎市

3
食品事業
(ベーカリー
部門)

100
(100)

―

㈱北海道サンジェルマン
北海道
札幌市

30
食品事業
(ベーカリー
部門)

100
(100)

―

Saint-Germain America,Inc
アメリカ
ハワイ州

千米ドル
2,000

食品事業
(ベーカリー
部門)

100
(100)

―

富士食品工業㈱
神奈川県
横浜市

37
食品事業
(調味料部門)

100
当社の商品を仕入している。
役員の兼任等…１名

富士食品工業有限公司
中華人民
共和国
蘇州市

千米ドル
3,750

食品事業
(調味料部門)

100
(100)

―

Fuji Foods Inc.
アメリカ
ノースカロラ
イナ州

千米ドル
10

食品事業
(調味料部門)

100
(100)

―

Thai Foods International 
Co.,Ltd.

タイ
百万タイ
バーツ
1,410

食品事業
(調味料部門)

100
営業資金の貸付を行っている。
当社に商品を納入している。
役員の兼任等…１名

威海佳康食品有限公司
中華人民
共和国
山東省

千米ドル
12,200

食品事業
(調味料部門)

100
営業資金の貸付を行っている。
役員の兼任等…２名

威海佳康貿易有限公司
中華人民
共和国
山東省

千人民元
100

食品事業
(調味料部門)

100
(100)

―

上海穫實食品有限公司
中華人民
共和国
上海市

千米ドル
11,805

食品事業
(冷凍食品
部門)

100
営業資金の貸付を行っている。
役員の兼任…１名
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名称 住所
資本金又は
出資金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
又は被所有割合

(％)
関係内容

(持分法適用会社)      

ベル食品㈱
北海道
札幌市

485
食品事業
(調味料部門)

34.9役員の兼任等…１名

KJC Foods Co.,Ltd
大韓民国
ソウル市

百万韓国
ウォン
700

食品事業
(冷凍食品
部門)

35.7役員の兼任…１名

(注) １　主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２　議決権の所有割合の(　)内は、間接所有割合で内書であります。

 

(2) 当中間会計期間において持分法適用会社であったシンワオックス株式会社は、第三者割当増資に

よる出資比率の減少のため、関係会社でなくなりました。
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４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年９月30日現
在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

食品事業 5,455[6,470]

サービス事業 691 [613]

全社(共通) 108 [3]

合計 6,254[7,086]

(注) １　従業員数は就業人員であり、臨時・嘱託従業員数は[　]内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記

載しております。

２　全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい

るものであります。

３　当中間連結会計期間において、従業員数が3,026名、臨時・嘱託従業員数が2,826名それぞれ増加してお

りますが、増加は主に連結子会社の増加によるものであります。

 

 

(2) 提出会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 1,067[280]

(注)　従業員数は就業人員であり、臨時・嘱託従業員数は[　]内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載してお

ります。

 

(3) 労働組合の状況

労使関係については特に記載すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、米国における金融市場の急激な悪化に伴う経済混乱

の影響を受けた他、原油、穀物価格の高騰などにより、景気の減速感がより鮮明となりました。

そのような状況の下、食品業界におきましても、原材料、燃料等の高騰による価格上昇や「食」の

安全を揺るがす社会問題が多発し、消費者心理が一段と悪化するなど、経営環境は依然として厳し

い状況が続いています。

当社グループは食の安心・安全を基本として品質管理に重点を置き、お客様に信頼される商品作

りのため、中国検査センターの新設、国内検査センターの拡充など、商品検査体制の整備、強化に取

り組みました。また、アイテムの絞込みと生産ラインの見直しによるコスト削減などの生産効率

アップにも努めました。なお、当社は平成20年４月18日に日本たばこ産業株式会社(以下「ＪＴ」と

いう。)の完全子会社となり、７月１日にはＪＴの食品事業部門との事業統合を行いました。これに

より、冷凍食品を中核とする加工食品事業の競争力を更に強化し、最高水準の品質管理体制を実現

しうる総合食品メーカーとなるべく努めてまいります。

以上により、中国製品の相次ぐ事故の発生と事故米(汚染米)問題など消費者の食の安全性に対す

る不安から、冷凍食品の販売環境は厳しく、特に中国生産品は大幅な売上減となり、その結果、売上

高は968億４百万円(前年同期比7.3％減)となりました。一方、利益面については、営業利益43百万円

(前年同期比97.6％減)、経常利益５億39百万円(前年同期比66.0％減)となりました。中間純利益に

つきましては、中国における水産事業の生産拠点再編による損失並びに固定資産の減損による損失

などの結果、65億24百万円の中間純損失となりました。

事業の種類別のセグメントの状況は次の通りであります。

〔食品事業〕

食品事業の売上高は864億92百万円(前年同期比9.8％減)、営業利益は２億72百万円(前年同期比

84.3％減)となりました。

<冷凍食品部門>

冷凍食品部門におきましては、中国製品の安全性問題に加え、業界全体での製品値上げ問題など、

依然厳しい市場環境が続きました。

このような状況の下、当社といたしましては、重点拡販商品の集中販売に加え、「最高水準の品質

管理体制」をスローガンとして、積極的な営業活動を行いました。

その結果、主力商品の冷凍うどんにつきましては、引き続きカテゴリー毎のきめ細かな営業活動

を行ったことから堅調に推移したほか、「キャベツメンチカツ」などの国内製品が好調でありまし

た。しかしながら、市販用では「６種のおかずシリーズ」、業務用ではチキン加工品などの中国製品

の販売不振が影響し、売上高は減少いたしました。なお、秋の新商品といたしましては、高品質商品

としてリニューアルした「ライスバーガー」シリーズ、ノンフライ製法で低カロリーに仕上げた

「油であげていない鶏から」などを提案いたしました。
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<冷凍水産品部門>

冷凍水産品部門におきましては、原体価格の高騰、中国製品の安全性問題など、依然として厳しい

市場環境が続きました。

このような状況の下、当社といたしましては、組織改革、経費削減に加え、原体品の粗利率の見直

しを進めるなど、積極的に利益構造の見直しに取り組んでまいりました。

効率的な買い付けに努める一方で、販売促進活動をおこなったものの消費者の中国商品回避の傾

向を受け、取り扱い量の縮小を余儀なくされました。その結果、冷凍海老や中国生産商品が大幅減少

いたしました。

<常温食品部門他>

常温食品部門におきましては、一部消費者の低価格志向も見受けられる中、原料価格の高騰によ

る製品値上げ問題が生じるなど、依然厳しい販売環境でありました。このような状況の下、重点商品

の強化に加え、新規小売店の開拓に努めてまいりました。

無菌包装米飯分野では、引き続き市場が拡大傾向で推移している中、主力商品である「おいしい

たきたてご飯　３Ｐ」等は個食化志向の拡大を受け、堅調な売上を維持いたしました。また、即席麺

分野では認知度の向上などからノンフライ麺商品の「ホームラン軒シリーズ」、フライ麺商品の

「だしがきいてる」袋麺シリーズが好調な売上を持続いたしました。なお、秋の新商品といたしま

しては、多様なニーズに対応するため、通常よりも少量化した「たきたてご飯一膳　新潟県産こしひ

かり　３Ｐ」などを提案いたしました。

その結果、売上高は増加いたしました。

〔サービス事業〕

サービス事業の売上高は103億12百万円(前年同期比20.5％増)となり、営業損失は１億33百万円

となりました。

<ホテル部門>

ホテル部門におきましては、ガソリンの値上げに代表される物価高騰の影響から、四国への観光

入込み客数が減少するなど、厳しい営業環境でありました。そのような状況の下、「湯元ことひら温

泉　琴参閣」では、客室稼働率の向上に努めるために、団体料金等各種料金を見直し、県外からのツ

アー客確保に努めるなど、積極的な販促活動に取り組んでまいりましたが、近年増加の傾向であり

ましたファミリー客層や、ブライダル・宴会事業が減少したことから、売上高は減少いたしました。

また、「ニューレオマワールド」に併設する「ホテルレオマの森」につきましても、割安なセット

プランを提案するなど、宿泊者増に努めてまいりましたが、「ニューレオマワールド」への入園者

の減少が影響し、売上高は減少いたしました。

<外食部門>

外食部門におきましては、㈱村さ来本社が展開する居酒屋事業について、景気の減速感などから

消費志向が減退し、依然厳しい営業環境が続きました。そのような状況の下、品質面の強化・客単価

アップに努めてまいりました。その結果、「囲炉家　村さ来」・「ゆるりと菜　村さ来」ともに客数

は減少したものの客単価はアップするなど、前年と比べ店舗あたりの業績は堅調に推移いたしまし

た。しかしながら、不採算店の「海鮮と炙り　囲の一」を閉店した他、ＦＣ加盟店の減少などから、売

上高は減少いたしました。
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(2) キャッシュ・フローの状況

(単位：百万
円)

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,632 △383 △3,015

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,628 △20,710△23,338

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,433 31,219 33,652

現金及び現金同等物に係る換算差額 67 △0 △67

現金及び現金同等物の増減額(減少：△) 2,894 10,124 7,230

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少
額

△2,068 ― 2,068

現金及び現金同等物中間期末残高 12,443 22,055 9,612

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における営業活動による資金の収支は、主に非資金項目の減価償却費20億

43百万円や貸倒引当金の増加額25億44百万円、たな卸資産の減少額26億８百万円及び仕入債務の

増加額17億73百万円等の増加要因があったものの、税金等調整前中間純損失80億46百万円を計上

し、売上債権の増加額51億53百万円等の減少要因により、３億83百万円の支出(前年同期は、26億

32百万円の収入)となりました。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における投資活動による資金の収支は、主に有形・無形固定資産の売却に

よる収入６億23百万円等があったものの、親会社である日本たばこ産業株式会社との食品事業等

の統合により、譲り受けた連結子会社の取得による支出152億46百万円と営業譲受等に伴う支出

47億82百万円及び有形・無形固定資産の取得による支出20億59百万円等があったことにより、

207億10百万円の支出(前年同期は、26億28百万円の収入)となりました。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における財務活動による資金の収支は、主に長期借入れの返済による支出

10億75百万円等があったものの、短期借入金の増加額49億30百万円や、親会社である日本たばこ

産業株式会社の増資引受による株式の発行による収入269億99百万円等があったことにより、312

億19百万円の収入(前年同期は、24億33百万円の支出)となりました。

 

以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前中間連結会計期間末より96

億12百万円増加して220億55百万円となりました。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。

 

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％)

　冷凍食品部門 23,683 △20.8

　常温食品部門他 12,932 △4.6

食品事業 36,615 △15.8

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しておりません。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　金額は標準卸売価格で算出しております。

４　サービス事業においては生産実績はありません。

 

(2) 受注実績

受注生産をしておりません。

 

(3) 販売実績

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。

 

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

　冷凍食品部門 53,755 △17.0

　冷凍水産品部門 3,285 △23.3

　常温食品部門他 29,451 9.7

食品事業 86,492 △9.8

サービス事業 10,312 20.5

合計 96,804 △7.3

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　相手先別販売実績において、総販売実績に対する当該割合が10％を超える相手先はありません。
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３ 【対処すべき課題】

１　事業統合について

弊社は平成20年４月18日に日本たばこ産業株式会社(以下「ＪＴ」)の完全子会社となり、７月１

日にＪＴから同社食品事業部機能および加工食品事業、調味料事業に関連する会社を譲受けまし

た。

これにより、冷凍食品を中核とする加工食品の競争力を更に強化し、総合食品メーカーへと飛躍

すべく、現在以下の取り組みを進めています。

 

(1) 加工食品事業における業務プロセスの統合について

お客様相談センター、並びに営業新体制の確立を進めています。

 

(2) 調味料事業における機能統合について

連結子会社である富士食品工業株式会社とのシナジー実現および更なる競争力強化を目的と

して、平成21年４月を目途に、当社およびジェイティフーズ株式会社が有する調味料にかかる国

内販売・商品開発機能を同社へ集約を進めています。

 

(3) 水産事業について

弊社水産事業本部が営む水産加工事業等については、弊社が新設いたしました、株式会社オー

シャンローズへ弊社の水産加工食品事業等を譲渡いたします。

 

２　最高水準の品質管理体制の構築(全社的課題)

当社は、これまでも、相次ぐ食の安全性問題に鑑み、ＤＮＡ検査設備の導入、原材料仕入先の選定

基準・監査強化などに取り組んでまいりました。

今後も、総合食品メーカーとして、更なる品質管理体制の強化に積極的に取り組んでまいります。

具体的には、本社検査センター(香川県)を強化することに加え、中国製品全般の品質管理業務を担

う中国品質管理センターを設立(平成20年８月稼動)により、中国製品に対するダブル・チェック体

制を確立いたしました。

また、商品パッケージ表示において主要原材料原産国の表記を、主力製品より順次実施するなど、

消費者の食に対する信頼の再構築に努めてまいります。
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３　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、遵法経営が企業価値向上に不可欠であるとの認識のもと、コンプライアンス体制を強化

して不正な行為が生じないクリーンな社風を形成し、経営の適法性、透明性および効率性を確保す

ることをコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。

かかる観点に立ち、遵法経営を企業活動の大前提に掲げて社内の遵法意識の向上に取り組むとと

もに、反社会的行動や不正行為をおこなわない企業風土の醸成に、日々取り組んでおります。

当社はＪＴグループの一員として、取引先、株主、証券市場関係者その他全てのステークホルダー

の皆様から信頼される企業を目指し、内部統制機能をより一層強化することを最優先に経営刷新に

取り組んでまいります。

 

 

当社では監査役会制度を採用するとともに、経営の監督・執行機能の分離を明確にすべく、執行

役員制度を導入しております。当社の内部統制の構築に係る管理体制は以下のとおりです。
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(取締役会)

取締役会は社内取締役４名、社外取締役２名の計６名で構成され、原則として年間12回、その他

必要に応じて開催しており、法令で定められた事項及び重要事項の決定や経営の監督機能を担い

ます。

また、取締役会は業務執行機能を執行役員に委譲するとともに、業務執行状況の確認を経営会

議に委譲しています。

 

(経営会議)

経営会議は、社長以下常勤役員およびその他幹部社員を構成メンバーとし、取締役会に付議す

る事項の他業務全般にわたる経営方針等を中心に経営上の重要課題の審議及び業務執行状況の

確認等を行っています。

 

(監査役会)

監査役会は社内監査役２名、社外監査役２名の合計４名で構成され、取締役の職務遂行の監査

を通じ、経営の健全性の確保と、社長以下全取締役との緊張感ある信頼関係の構築に注力し、経営

の透明性向上を推進しています。監査役会は原則として１ヶ月に１回以上開催され、監査の方針、

監査計画、監査の方法、および監査業務の分担等の協議及び決議と、監査状況の報告を行い、また

疑義ある場合には、社長および担当取締役に監査役会への出席と説明を求め、監査報告書の作成

を行っております。また監査役会による監査機能強化を図るべく、監査役会付専任スタッフを２

名設置しております。

なお、監査役会及び内部統制監査室は、会計監査人の監査報告会への出席等により、情報共有、

相互連携を図り、それぞれの監査精度及び水準の向上を図っております。

 

(内部統制委員会)

内部統制委員会は取締役会直属の組織として委員長１名及び11名の委員をもって構成されて

います。内部統制委員会の指揮のもとで、内部統制監査室は啓蒙と監視、並びに内部統制関連施策

の立案と実施にあたっています。

 

(コンプライアンス委員会)

コンプライアンス委員会は取締役会直属の組織として委員長１名及び10名の委員をもって構

成されています。コンプライアンス委員会の指揮のもとで、内部統制監査室が啓蒙と監視、並びに

コンプライアンス体制の整備、強化を図っています。

 

(内部統制監査室)

内部統制監査室は合計４名の内部監査人で構成され、設置されています。

業務活動の遂行に対して独立した立場から、内部統制の整備及び運用の状況を評価し、その改

善事項を報告しております。
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４ 【経営上の重要な契約等】

当社は、平成20年６月30日に日本たばこ産業株式会社(以下、「ＪＴ」という。)と「食品事業等の統

合に関する契約書」を締結し、ＪＴの食品事業部が行っている加工食品事業及び調味料事業並びにこ

れら両事業に関するＪＴの子会社が行っている事業の一切を譲受けました。

その内容は、次のとおりであります。

(1) 譲受けた資産・負債の額

 

資産 負債

項目
帳簿価額
(百万円)

項目
帳簿価額
(百万円)

流動資産 2,662 流動負債 31

固定資産 34,465 固定負債 ―

資産合計 37,128 負債合計 31

 

(2) 譲受け価額

27,000百万円

なお、譲受けた資産から負債を控除した純資産額37,096百万円と、譲受け価額27,000百万円との

差額10,096百万円は「負ののれん」として計上しております。
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５ 【研究開発活動】

<食品事業>

社会経済の成熟化にともなう消費者の嗜好の多様化、個性化、また近年の年齢構成等にともなう消

費形態の多様化に対応するべく各品群毎の研究員配置による体制を充実し、また社内の各部門との連

携により新商品および新技術の開発に努めております。

当中間連結会計期間における研究開発費は２億53百万円であります。

秋冬向けの家庭用冷凍食品の新商品８品、改訂８品を、業務用冷凍食品の新商品14品をそれぞれ発

売いたしました。

家庭用はうどん３品、惣菜３品、スナック２品で、だし付きうどんの「麺屋匠さぬきうどん」は小麦

100％使用、独自の配合で仕上げました。スープは化学調味料を使わず、だし、抽出エキス、天然酵母エ

キスを使用、２段だしとり工程と低濃縮製法で自然な香りと昔ながらの味わいを再現いたしました。

冷凍ラーメン「鶏塩拉麺」はスープにこだわり、３種のチキンエキス、魚醤、椎茸エキスに鶏チャー

シューと鶏油で鶏の香りを強化いたしました。スープは塩田で２年かけて製塩した天日塩を使い、

あっさりまろやかな味を出しております。弁当惣菜は「ソースがかかったビーフメンチカツ」など、

隠し味に醤油付きにんにくを練りこんでいますが、醤油付にすることでにんにく独自の臭いは抑えて

おります。ほかに関東地域限定で「油で揚げていない鶏から」も発売いたしました。市販用の改訂品

はうどん１品、ライスバーガー３品、かきフライ１品、スナック３品。「たこ焼き」は23個入りと、買い

置きできる46個入りにしております。

業務用の調理品は「豆腐のひじき煮込み」など豆腐ベースの３品と生パスタをもっちりした食感

に仕上げた冷凍パスタ１品を発売いたしました。洋風米飯はえびピラフ、ケチャップライス、ターメ

リックライスの３品を、和風米飯は「かやくご飯ベース(５種の具材入り)」１品を、ほかには北海道

産男爵いもを使った粉製品「いももち(プレーン)タレ入り」、「同(かぼちゃ)タレ入り」を発売いた

しました。水産加工品は「炭焼さば塩焼きＬ」、「同Ｍ」、「さば開き(打粉付き)」「さば竜田揚げ」

の４品。すべて国産真さばを使用しております。

 

<サービス事業>

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、事業譲渡、株式取得等により連結子会社が増加したことに伴い、以下

の設備が、当社グループの主要な設備となりました。

(1) 提出会社
平成20年９月30日現
在

事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)

従業員数
(人)

土地
建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

その他 合計面積
(千㎡)

金額

境工場
(茨城県猿島郡)
※１

食品事業
食料品製造
設備

― ― 492 109 59 661 ―

延岡工場
(宮崎県延岡市)
※１

食品事業
調味料製造
設備

― ― 16 94 4 115 ―

 

(2) 国内子会社
平成20年９月30日現
在

事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)

従業員数
(人)

土地
建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

その他 合計面積
(千㎡)

金額

サンバーグ㈱
本社
(茨城県猿島郡)

食品事業
冷凍食品製
造設備他

17.3 70 297 324 2 694 94

一品香食品㈱
(福岡県糟屋郡)
※１

食品事業
冷凍食品製
造設備他

2.4 172 551 611 19 1,355 107

㈱サンジェルマン
本社工場他
(神奈川県川崎市
他)
※１、※２

食品事業
食料品製造
設備他

16.5 2,3712,212 289 338 5,211 397

日本食材加工㈱
本社
(宮崎県宮崎市)

食品事業
冷凍食品製
造設備他

31.7 96 453 375 15 940 59

富士食品工業㈱
静岡金谷工場他
(静岡県島田市他)

食品事業
調味料製造
設備他

51.3 1,9381,530 179 161 3,809 363

 

(3) 海外子会社
平成20年９月30日現
在

事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)

従業員数
(人)

土地
建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

その他 合計面積
(千㎡)

金額

Thai foods
International 
Co.,Ltd.
本社工場
(タイ)
※２

食品事業
調味料製造
設備他

1129.1 337 925 1,901 528 3,692 402

上海穫實食品
本社工場
(中国)
※１

食品事業
冷凍食品製
造設備他

66.9 ― 1,007 219 43 1,270 76

(注) １　※１：連結会社以外の者から賃借している土地があります。
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２　※２：連結会社以外の者から賃貸している土地があります。
３　帳簿価額のうち、「その他」は工具、器具及び備品、建設仮勘定の合計であります。
なお、金額には消費税等は含まれておりません。
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２ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備計画の変更

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更はありません。

 

(2) 重要な設備計画の完了

前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間に完了したものは、次の

とおりであります。

 

会社名
事業署名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容
投資額
(百万円)

完了年月
完成後の
増加能力

提出会社

山本工場
(香川県三豊市)

食品事業 フライ類製造設備他 209平成20年４月 ―

新潟魚沼工場
(新潟県南魚沼市)

食品事業 無菌米飯製造設備他 763平成20年７月 ―

中央工場
(香川県仲多度郡)

食品事業 環境保全設備 47 平成20年５月 ―

(注)　上記の金額には、消費税は含まれておりません。

 

(3) 重要な設備の新設等

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等の計画はありません。

 

(4) 重要な設備の除却等

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 596,732,000

Ａ種種類株式 1,000

計 596,733,000

 

② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末現在
発行数(株)

(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年12月　日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 38,028,00038,028,000非上場 （注）1、2、3、4、5

Ａ種種類株式 16 16 非上場 （注）3，6

計 38,028,01638,028,016 ― ―

(注) １　当社株式は、株式上場廃止基準第２条第１項第18号(全部取得)に該当のため、平成20年４月14日付で、東

京証券取引所及び大阪証券取引所において上場を廃止しております。

２　平成20年３月13日開催の臨時株主総会において定款の一部変更が行われ、当社の発行する普通株式は全

部取得条項付普通株式となりました。

３　当社の発行する普通株式は、株主総会の決議によってその全部を取得できる旨を定めた全部取得条項付

普通株式であります。当該取得を行う場合には、普通株式の取得と引換えに、新たに発行するＡ種種類

株式を普通株式１株につき0.0000000988株の割合をもって交付する旨定めております。

４　平成20年６月20日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式164,172,987株の消

却を決議し、同日付で消却を実施しました。

５　平成20年６月20日開催の取締役会において、会社法第199条第１項、第201条の規定に基づく株式募集事

項を決議し、平成20年７月18日付で普通株式38,028,000株を発行、日本たばこ産業㈱に対しそのすべて

を割当てました。

６　残余財産を分配するときは、Ａ種種類株式を有する株主又はＡ種種類株式の登録株式質権者に対し、普

通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者に先立ち、Ａ種種類株式１株につき１円を支払う

旨定めております。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年４月18日(注)
１

0 164,172 ― 34,002 ― 34,135

平成20年６月20日(注)
２

△164,172 0 ― 34,002 ― 34,135

平成20年７月18日(注)
３

38,028 38,028 13,499 47,502 13,499 47,635

(注) １　平成20年４月18日付で全部取得条項付普通株式の取得の効力が発生し、当社は全部取得条項付普通株式

を取得し、当該取得と引換えに、当社Ａ種種類株式を、全部取得条項付普通株式１株につき

0.0000000988株の割合をもって交付いたしました。このため、Ａ種種類株式が16株増加しております

が、資本金及び資本準備金に増減はありません。

２　平成20年６月20日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式164,172千株の消却

を決議し、同日付で消却を実施したため、全部取得条項付普通株式の残高はゼロになりました。

３　平成20年６月20日開催の取締役会において、会社法第199条第１項、第201条の規定に基づく株式募集事

項を決議し、平成20年７月18日付で普通株式38,028,000株を発行(発行価格710円、資本金組入額13,499

百万円)、日本たばこ産業㈱に対しそのすべてを割当てました。

 

(5) 【大株主の状況】

①　普通株式

平成20年９月30日現
在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

日本たばこ産業株式会社 東京都港区虎ノ門２丁目２－１ 38,028 100

計 ― 38,028 100

 

②　Ａ種種類株式

平成20年９月30日現
在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

日本たばこ産業株式会社 東京都港区虎ノ門２丁目２－１ 16 100

計 ― 16 100
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現
在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

38,028,000
Ａ種種類株式 16

普通株式  
380,280

Ａ種種類株式 16
―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 38,028,016― ―

総株主の議決権 ―
普通株式  

380,280
Ａ種種類株式 16

―

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。
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２ 【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

 

月別 平成20年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 708 ― ― ― ― ―

最低(円) 705 ― ― ― ― ―

(注) １　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部の取引によるものであります。

２　なお、当社株式は平成20年４月14日付で上場廃止し、日本たばこ産業株式会社の完全子会社となってお

ります。

 

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおり

であります。

役員の異動

 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役執行役員人事担当兼総務担当取締役執行役員人事部長兼総務担当 大久保　直秀 平成20年７月１日
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第５ 【経理の状況】

１　中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正前の中間連結

財務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)は、改

正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大

蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表

等規則に基づき、当中間会計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)は、改正後の中間

財務諸表等規則に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成19年４月１

日から平成19年９月30日まで)及び前中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の

中間連結財務諸表及び中間財務諸表については、太陽ＡＳＧ監査法人並びに公認会計士 山田拓幸氏、

公認会計士 廣瀬隆明氏及び公認会計士 中谷秀孝氏により共同中間監査を受け、当中間連結会計期間

(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成20年４月１日から平成20年

９月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表については、太陽ＡＳＧ有限責任監査法人によ

り中間監査を受けております。

なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。

第53期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第53期中間会計期間の中間財務諸表

　　太陽ＡＳＧ監査法人

　　公認会計士　山田拓幸

　　公認会計士　廣瀬隆明

　　公認会計士　中谷秀孝

第54期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第54期中間会計期間の中間財務諸表

　　太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

なお、太陽ＡＳＧ監査法人は、平成20年７月15日付けをもって、法人組織を有限責任監査法人へ移行

し、名称を太陽ＡＳＧ有限責任監査法人に変更しております。
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１【中間連結財務諸表等】
(1)【中間連結財務諸表】
①【中間連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,041 ※2
 18,753

※2
 13,170

受取手形及び売掛金 ※6
 41,804 42,521 32,964

たな卸資産 19,080 22,631 18,859

繰延税金資産 2,089 2,806 1,795

未収入金 3,730 4,819 6,889

その他 9,484 10,768 6,839

貸倒引当金 △850 △549 △715

流動資産合計 88,380 101,751 79,803

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1, ※2
 25,462

※1, ※2
 29,696

※1, ※2
 22,010

機械装置及び運搬具（純額） ※1, ※2
 9,340

※1, ※2
 13,378

※1, ※2
 7,879

工具、器具及び備品（純額） ※1, ※2
 893

※1, ※2
 1,606

※1, ※2
 803

土地 ※2
 24,739

※2
 26,758

※2
 20,654

建設仮勘定 164 993 826

有形固定資産合計 60,601 72,433 52,174

無形固定資産

のれん 187 8,178 131

その他 615 1,165 321

無形固定資産合計 803 9,344 453

投資その他の資産

投資有価証券 17,929 17,833 14,946

長期貸付金 7,377 3,181 3,270

破産更生債権等 22,104 30,665 27,829

繰延税金資産 10,996 14,849 13,496

再評価に係る繰延税金資産 144 146 146

その他 8,212 6,613 4,984

貸倒引当金 △22,915 △30,520 △28,533

投資その他の資産合計 43,849 42,768 36,141

固定資産合計 105,254 124,547 88,769

繰延資産

株式交付費 1 － －

社債発行費 6 3 5

その他 － 0 －

繰延資産合計 8 4 5

資産合計 193,643 226,303 168,579
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※6
 28,935 26,571 22,828

短期借入金 ※2
 26,374

※2
 44,839

※2
 35,576

1年内償還予定の社債 10,000 10,300 10,000

未払金及び未払費用 ※7
 10,509

※7
 13,326

※7
 10,523

未払法人税等 402 500 401

繰延税金負債 5 87 30

賞与引当金 841 1,344 779

役員賞与引当金 － － 23

設備関係支払手形 ※6
 386 481 298

その他 1,091 3,433 2,726

流動負債合計 78,547 100,884 83,188

固定負債

社債 10,500 1,050 500

長期借入金 ※2
 6,985

※2
 5,778

※2
 4,535

繰延税金負債 929 1,972 923

退職給付引当金 3,930 4,597 3,872

持分法適用に伴う負債 1,480 － －

役員退職慰労引当金 － 26 8

債務保証損失引当金 55 1,145 257

負ののれん － 15,368 －

その他 2,290 2,610 2,028

固定負債合計 26,171 32,549 12,125

負債合計 104,719 133,434 95,313

純資産の部

株主資本

資本金 34,002 47,502 34,002

資本剰余金 34,135 47,635 34,135

利益剰余金 22,999 1,591 9,352

自己株式 △1,734 － △1,762

株主資本合計 89,402 96,729 75,728

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △395 △2,023 △1,486

繰延ヘッジ損益 95 △0 △204

土地再評価差額金 △4,763 △4,766 △4,766

為替換算調整勘定 134 △30 39

評価・換算差額等合計 △4,928 △6,820 △6,417

少数株主持分 4,449 2,959 3,954

純資産合計 88,924 92,868 73,265

負債純資産合計 193,643 226,303 168,579
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②【中間連結損益計算書】
(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

売上高 104,420 96,804 203,296

売上原価 86,662 ※1
 79,830 168,678

売上総利益 17,758 16,974 34,618

販売費及び一般管理費 ※2
 15,930

※2
 16,930

※2
 32,139

営業利益 1,827 43 2,478

営業外収益

受取利息 247 235 440

受取配当金 100 109 158

不動産賃貸料 583 508 1,180

為替差益 28 － －

負ののれん償却額 － 526 －

デリバティブ評価益 － 278 －

雑収入 614 379 812

営業外収益合計 1,574 2,036 2,592

営業外費用

支払利息 400 369 829

貸倒引当金繰入額 192 168 799

不動産賃貸原価 466 415 931

為替差損 － 87 147

持分法による投資損失 208 116 353

デリバティブ評価損 247 － 1,727

雑損失 299 383 886

営業外費用合計 1,815 1,540 5,676

経常利益又は経常損失（△） 1,587 539 △605

特別利益

前期損益修正益 11 － 41

固定資産売却益 ※3
 346

※3
 4

※3
 404

投資有価証券売却益 58 12 89

持分変動利益 155 － 251

貸倒引当金戻入額 189 274 46

退職給付制度終了益 － 232 －

その他 17 28 23

特別利益合計 778 551 856
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

特別損失

前期損益修正損 119 41 119

固定資産処分損 ※4
 320

※4
 928

※4
 551

減損損失 ※5
 357

※5
 1,510

※5
 6,109

投資有価証券売却損 26 42 360

投資有価証券評価損 83 456 240

貸倒引当金繰入額 697 1,111 4,588

債務保証損失引当金繰入額 － － 137

製品回収費用 544 － 677

役員退職慰労金 291 － －

事業再編損 － ※6
 4,819 －

その他 272 227 1,548

特別損失合計 2,713 9,137 14,322

税金等調整前中間純損失（△） △347 △8,046 △14,070

法人税、住民税及び事業税 291 ※7
 △934 734

法人税等調整額 16 △1,111

法人税等合計 308 △934 △376

少数株主損失（△） △554 △587 △603

中間純損失（△） △101 △6,524 △13,091
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③【中間連結株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結株主資本等
変動計算書

(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 34,002 34,002 34,002

当中間期変動額

新株の発行 － 13,499 －

当中間期変動額合計 － 13,499 －

当中間期末残高 34,002 47,502 34,002

資本剰余金

前期末残高 34,135 34,135 34,135

当中間期変動額

新株の発行 － 13,499 －

当中間期変動額合計 － 13,499 －

当中間期末残高 34,135 47,635 34,135

利益剰余金

前期末残高 24,045 9,352 24,045

当中間期変動額

剰余金の配当 △810 － △1,620

中間純損失（△） △101 △6,524 △13,091

自己株式の消却 － △1,763 －

連結範囲の変動 △92 － △92

持分法の適用範囲の変動 △42 525 109

土地再評価差額金の取崩 － － 2

当中間期変動額合計 △1,045 △7,761 △14,692

当中間期末残高 22,999 1,591 9,352

自己株式

前期末残高 △1,731 △1,762 △1,731

当中間期変動額

自己株式の取得 △3 △0 △31

自己株式の消却 － 1,763 －

当中間期変動額合計 △3 1,762 △31

当中間期末残高 △1,734 － △1,762

株主資本合計

前期末残高 90,451 75,728 90,451

当中間期変動額

新株の発行 － 26,999 －

剰余金の配当 △810 － △1,620

中間純損失（△） △101 △6,524 △13,091

自己株式の取得 △3 △0 △31

自己株式の消却 － － －

連結範囲の変動 △92 － △92

持分法の適用範囲の変動 △42 525 109

土地再評価差額金の取崩 － － 2

当中間期変動額合計 △1,048 21,000 △14,723

当中間期末残高 89,402 96,729 75,728
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結株主資本等
変動計算書

(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △414 △1,486 △414

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 19 △536 △1,071

当中間期変動額合計 19 △536 △1,071

当中間期末残高 △395 △2,023 △1,486

繰延ヘッジ損益

前期末残高 62 △204 62

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 33 203 △266

当中間期変動額合計 33 203 △266

当中間期末残高 95 △0 △204

土地再評価差額金

前期末残高 △4,763 △4,766 △4,763

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） － － △2

当中間期変動額合計 － － △2

当中間期末残高 △4,763 △4,766 △4,766

為替換算調整勘定

前期末残高 △74 39 △74

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 209 △69 114

当中間期変動額合計 209 △69 114

当中間期末残高 134 △30 39

評価・換算差額等合計

前期末残高 △5,190 △6,417 △5,190

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 262 △403 △1,226

当中間期変動額合計 262 △403 △1,226

当中間期末残高 △4,928 △6,820 △6,417

少数株主持分

前期末残高 9,538 3,954 9,538

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △5,088 △994 △5,583

当中間期変動額合計 △5,088 △994 △5,583

当中間期末残高 4,449 2,959 3,954
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結株主資本等
変動計算書

(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

純資産合計

前期末残高 94,799 73,265 94,799

当中間期変動額

新株の発行 － 26,999 －

剰余金の配当 △810 － △1,620

中間純損失（△） △101 △6,524 △13,091

自己株式の取得 △3 △0 △31

自己株式の消却 － － －

連結範囲の変動 △92 － △92

持分法の適用範囲の変動 △42 525 109

土地再評価差額金の取崩 － － 2

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △4,826 △1,398 △6,810

当中間期変動額合計 △5,875 19,602 △21,533

当中間期末残高 88,924 92,868 73,265
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△） △347 △8,046 △14,070

減価償却費 2,124 2,043 4,195

減損損失 357 1,510 6,109

その他の償却額 69 72 141

のれん償却額 55 △419 112

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0 △494 △58

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,713 2,544 7,318

賞与引当金の増減額（△は減少） △2 △61 △45

受取利息及び受取配当金 △347 △344 △599

支払利息 400 369 829

為替差損益（△は益） △53 109 △57

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △31 30 270

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 83 456 240

持分法による投資損益（△は益） 208 116 353

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） △26 876 92

持分変動損益（△は益） △155 － △251

売上債権の増減額（△は増加） 3,163 △5,153 10,262

たな卸資産の増減額（△は増加） 560 2,608 207

仕入債務の増減額（△は減少） △2,862 1,773 △8,577

その他 △1,684 232 △2,112

小計 3,225 △1,777 4,360

利息及び配当金の受取額 364 391 688

利息の支払額 △402 △362 △850

法人税等の支払額 △555 1,364 △1,417

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,632 △383 2,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △72 △30 △1,728

定期預金の払戻による収入 233 30 1,241

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,862 △2,059 △3,398

有形及び無形固定資産の売却による収入 704 623 827

投資有価証券の取得による支出 △13 △23 △37

投資有価証券の売却による収入 4,973 382 5,711

貸付けによる支出 △1,149 △572 △1,359

貸付金の回収による収入 1,866 581 2,650

子会社株式の取得による支出 △828 △529 △828

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 － ※2
 △14,716 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 － － 112

営業譲受による支出 － ※3
 △4,782 －

その他 △1,222 385 634

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,628 △20,710 3,825
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,595 4,930 6,982

長期借入れによる収入 862 400 2,308

長期借入金の返済による支出 △874 △1,075 △1,711

自己株式の取得による支出 △3 △0 △31

社債の償還による支出 － － △10,000

配当金の支払額 △810 － △1,620

少数株主への配当金の支払額 △35 △35 △69

株式の発行による収入 － 26,999 －

少数株主からの払込みによる収入 22 － 22

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,433 31,219 △4,119

現金及び現金同等物に係る換算差額 67 △0 46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,894 10,124 2,532

現金及び現金同等物の期首残高 11,617 11,931 11,617

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △2,068 － △2,219

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1
 12,443

※1
 22,055

※1
 11,931

EDINET提出書類

株式会社加ト吉(E00470)

半期報告書

 35/138



【中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

 

項目
前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)
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１　連結の範囲に関す

る事項

(1) 連結子会社の数22社

連結子会社名

株式会社加ト吉フー

ドレック

栄和綜合リース株式

会社

株式会社村さ来本社

加ト吉水産株式会社

株式会社関空デリカ

青島加藤吉食品有限

公司

威海威東日綜合食品

有限公司

株式会社光陽

株式会社北海道加ト

吉

ケイエス冷凍食品株

式会社

青島亜是加食品有限

公司

株式会社グリーン

フーズ

山東凱加食品股?有

限公司

川万水産株式会社

株式会社エフネット

株式会社香川県観光

開発

株式会社アドバンス

サポート

株式会社プライムス

テージ

株式会社オーシャン

テレコム

株式会社アドバンス

モバイル

株式会社アドバンス

ソリューション

株式会社龍馬オフィ

スサポート

(1) 連結子会社の数40社

連結子会社名

株式会社加ト吉フー

ドレック

栄和綜合リース株式

会社

株式会社村さ来本社

加ト吉水産株式会社

株式会社関空デリカ

青島加藤吉食品有限

公司

威海威東日綜合食品

有限公司

株式会社光陽

株式会社北海道加ト

吉

ケイエス冷凍食品株

式会社

青島亜是加食品有限

公司

株式会社グリーン

フーズ

川万水産株式会社

株式会社エフネット

株式会社香川県観光

開発

株式会社アドバンス

サポート

株式会社プライムス

テージ

株式会社オーシャン

テレコム

株式会社アドバンス

モバイル

株式会社アドバンス

ソリューション

株式会社龍馬オフィ

スサポート

ジェイティフーズ株

式会社

旭食材株式会社

一品香食品株式会社

サンバーグ株式会社

日本食材加工株式会

社

株式会社サンジェル

マン

株式会社北海道サン

ジェルマン

多摩川ファクトリー

サービス有限会社

富士食品工業株式会

社

(1) 連結子会社の数21社

　　連結子会社名

　　株式会社加ト吉フード

レック

　　栄和綜合リース株式会

社

　　株式会社村さ来本社

　　加ト吉水産株式会社

　　株式会社関空デリカ

　　青島加藤吉食品有限公

司

　　威海威東日綜合食品有

限公司

　　株式会社光陽

　　株式会社北海道加ト吉

　　ケイエス冷凍食品株式

会社

　　青島亜是加食品有限公

司

　　株式会社グリーンフー

ズ

　　川万水産株式会社

　　株式会社エフネット

　　株式会社香川県観光開

発

　　株式会社アドバンスサ

ポート

　　株式会社プライムス

テージ

　　株式会社オーシャンテ

レコム

　　株式会社アドバンスモ

バイル

　　株式会社アドバンスソ

リューション

　　株式会社龍馬オフィス

サポート
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項目
前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

 　　㈱キング食品、新日本グ

ローバル㈱、㈱ハブ、

㈱大冷は、財務諸表等

規則に規定する支配

力基準に基づき連結

の範囲から除外し、持

分法の適用範囲に含

めております。シンワ

オックス㈱は、第三者

割当増資による出資

比率の減少により連

結の範囲から除外し、

持分法の適用範囲に

含めております。それ

に伴い、シンワオック

ス㈱の子会社REXUS

INTERNATIONAL

CORPORATION、㈱セイ

ワ物流、㈱まだん、㈱

関西村さ来も連結の

範囲から除外し、持分

法の適用範囲に含め

ております。なお、㈱

ヒューマンウィズは、

清算結了により、㈲美

竹商事は株式の売却

により連結の範囲か

ら除外しております。

また、舟山加藤佳食品

有限公司は、株式の譲

渡契約の締結により

連結の範囲から除外

しております。

Thai Foods 

International 

Co.,Ltd.

Saint-Germain 

America,Inc

富士食品工業有限公

司

Fuji Foods Inc.

威海佳康食品有限公

司

威海佳康貿易有限公

司

上海穫實食品有限公

司

舟山谷林食品有限公

司

株式会社モバイルサ

ポート

株式会社マックスソ

リューション

日本たばこ産業㈱と

「食品事業等の統合

に関する契約書」を

締結し、同社食品事業

部が行っている加工

食品事業及び調味料

事業並びにこれら両

事業に関連する同社

の子会社が行ってい

る事業の一切を譲受

けたことにより、新た

にジェイティフーズ

㈱他15社を連結の範

囲に含めております。

また、㈱グリーンフー

ズの子会社舟山谷林

食品有限公司は新規

設立により、㈱アドバ

ンスサポートの子会

社㈱モバイルサポー

ト 、 ㈱マックスソ

リューションは株式

の取得により新たに

連結の範囲に含めて

おります。

　　㈱キング食品、㈱ハブ、

㈱大冷、山東凱加食品

股?有限公司は、財務

諸表等規則に規定す

る支配力基準に基づ

き連結の範囲から除

外し、持分法の適用範

囲に含めております。

シンワオックス㈱は、

第三者割当増資によ

る出資比率の減少に

より連結の範囲から

除外し、持分法の適用

範囲に含めておりま

す。それに伴い、シン

ワオックス㈱の子会

社 R E X U S

INTERNATIONAL

CORPORATION、㈱セイ

ワ物流、㈱まだん、㈱

関西村さ来も連結の

範囲から除外してお

り ま す 。 な お 、 ㈱

ヒューマンウィズは、

清算結了により、㈲美

竹商事は株式の売却

により連結の範囲か

ら除外しております。

また、新日本グローバ

ル㈱、舟山加藤佳食品

有限公司は、株式の譲

渡契約の締結により

連結の範囲から除外

しております。

EDINET提出書類

株式会社加ト吉(E00470)

半期報告書

 38/138



 (2) 主要な非連結子会社

の名称等

　　主要な非連結子会社名

　　株式会社加ト吉バイオ

(連結の範囲から除いた

理由)

非連結子会社の総資

産、売上高、中間純損

益(持分に見合う額)

及び利益剰余金(持分

に見合う額)等はいず

れも小規模であり、全

体としても中間連結

財務諸表に重要な影

響を及ぼしておりま

せん。

(2) 主要な非連結子会社

の名称等

　　主要な非連結子会社名

　　日南通商株式会社

(連結の範囲から除いた

理由)

同左

(2) 主要な非連結子会社

の名称等

　　主要な非連結子会社名

　　日南通商株式会社

(連結の範囲から除いた

理由)

非連結子会社の総資

産、売上高、当期純損

益(持分に見合う額)

及び利益剰余金(持分

に見合う額)等はいず

れも小規模であり、全

体としても連結財務

諸表に重要な影響を

及ぼしておりません。
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項目
前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

２　持分法の適用に
関する事項

(1) 持分法を適用した非
連結子会社数　　　１社

　　会社名
　　日南通商株式会社

(1) 持分法を適用した非
連結子会社数

―――

(1) 持分法を適用した非
連結子会社数

―――

 (2) 持分法を適用した関
連会社数　　　　　16社

　　会社名
　　P.T. SEKAR KATOKICHI
　　P.T. KHOM FOODS
　　コック食品株式会社
　　株式会社日本医食研究
所

　　千一食品株式会社
　　カトキチ高松開発株式
会社

　　株式会社キング食品
　　新日本グローバル株式
会社

　　株式会社ハブ
　　株式会社大冷
　　シンワオックス株式会
社

　　REXUS INTERNATIONAL 
　　CORPORATION
　　株式会社セイワ物流
　　株式会社まだん
　　株式会社関西村さ来
　　OX(H.K.)CO.,LTD
　　㈱キング食品、新日本グ
ローバル㈱、㈱ハブ、
㈱大冷は、財務諸表等
規則に規定する支配
力基準に基づき連結
の範囲から除外し、持
分法の適用範囲に含
めております。シンワ
オックス㈱は第三者
割当増資による出資
比率の減少により連
結の範囲から除外し、
持分法の適用範囲に
含めております。それ
に伴い、シンワオック
ス㈱の子会社REXUS
INTERNATIONAL
CORPORATION、㈱セイ
ワ物流、㈱まだん、㈱
関西村さ来も連結の
範囲から除外し、持分
法の適用範囲に含め
ております。また、ス
リースターインター
ナショナル㈱は重要
性が減少したため、持
分法の適用範囲から
除外しております。

(2) 持分法を適用した関
連会社数　　　　　10社

　　会社名
　　P.T. SEKAR KATOKICHI
　　コック食品株式会社
　　千一食品株式会社
　　カトキチ高松開発株式
会社

　　株式会社キング食品
　　株式会社ハブ
　　株式会社大冷
　　山東凱加食品股?有限
公司

　　ベル食品株式会社
　　KJC Foods Co.,Ltd
日本たばこ産業㈱と
「食品事業等の統合
に関する契約書」を
締結し、同社食品事業
部が行っている加工
食品事業及び調味料
事業並びにこれら両
事業に関連する同社
の子会社が行ってい
る事業の一切を譲受
けたことにより、ベル
食品㈱、KJC Foods
Co.,Ltdを持分法の適
用範囲に含めており
ます。なお、シンワ
オックス㈱は第三者
割当増資による出資
比率の減少により、持
分法の適用範囲から
除外しております。

(2) 持分法を適用した関
連会社数　　　　　９社

　　会社名
　　P.T. SEKAR KATOKICHI
　　コック食品株式会社
　　千一食品株式会社
　　カトキチ高松開発株式
会社

　　株式会社キング食品
　　株式会社ハブ
　　株式会社大冷
　　シンワオックス株式会
社

　　山東凱加食品股?有限
公司

　　㈱キング食品、㈱ハブ、
㈱大冷、山東凱加食品
股?有限公司は、財務
諸表等規則に規定す
る支配力基準に基づ
き連結の範囲から除
外し、持分法の適用範
囲に含めております。
シンワオックス㈱は
第三者割当増資によ
る出資比率の減少に
より連結の範囲から
除外し、持分法の適用
範囲に含めておりま
す。また、日南通商㈱、
スリースターイン
ターナショナル㈱、P.
T. KHOM FOODS、OX(H.
K.)CO.,LTD、㈱日本医
食研究所は重要性が
減少したため、持分法
の適用範囲から除外
しております。
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 (3) 持分法を適用してい
ない主要な非連結子
会社及び関連会社名

　　株式会社加ト吉バイオ
　　株式会社カトキチトー
ヨー

(3) 持分法を適用してい
ない主要な非連結子
会社及び関連会社名

　　日南通商株式会社
　　株式会社カトキチトー
ヨー

(3) 持分法を適用してい
ない主要な非連結子
会社及び関連会社名

　　日南通商株式会社
　　株式会社カトキチトー
ヨー
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項目
前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

 (持分法の範囲から除い

た理由)

　　持分法を適用していな

い非連結子会社及び

関連会社は、それぞれ

中間純損益及び利益

剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ

全体としても重要性

がないため、持分法の

適用範囲から除外し

ております。

(持分法の範囲から除い

た理由)

同左

 

(持分法の範囲から除い

た理由)

　　持分法を適用していな

い非連結子会社及び

関連会社は、それぞれ

当期純損益及び利益

剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ

全体としても重要性

がないため、持分法の

適用範囲から除外し

ております。

 (4) 債務超過会社に対す

る負の持分額は、当該

会社に対する債務保

証等を考慮して「持

分法適用に伴う負

債」を計上しており

ます。

(4) 　　 ――― (4) 　　 ―――

 (5) 持分法適用会社のう

ち、中間決算日が中間

連結決算日と異なる

会社については、当該

会社の中間会計期間

に係る中間財務諸表

を使用しております。

(5) 　　　同左 (5) 持分法適用会社のう

ち、決算日が連結決算

日と異なる会社につ

いては、当該会社の事

業年度に係る財務諸

表を使用しておりま

す。
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３　連結子会社の(中

間)決算日等に関

する事項

連結子会社青島加藤吉食

品有限公司、威海威東日綜

合食品有限公司、青島亜是

加食品有限公司及び山東

凱加食品股?有限公司の

中間決算日は、６月30日で

あり、また㈱光陽及び㈱香

川県観光開発の中間決算

日は８月31日であります。

中間連結財務諸表の作成

にあたっては、同中間決算

日現在の中間財務諸表を

採用しております。なお、

中間決算日の翌日以降中

間連結決算日までの間に

生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を

行っております。

青島加藤吉食品有限公司、

威海威東日綜合食品有限

公司、青島亜是加食品有限

公司、Thai Foods 

International Co.,Ltd.、

Saint-Germain America,

Inc、富士食品工業有限公

司、威海佳康食品有限公

司、威海佳康貿易有限公

司、上海穫實食品有限公司

及び舟山谷林食品有限公

司の中間決算日は、６月30

日であり、また㈱光陽及び

㈱香川県観光開発の中間

決算日は８月31日であり

ます。中間連結財務諸表の

作成にあたっては、同中間

決算日現在の中間財務諸

表を使用しております。但

し、舟山谷林食品有限公司

は設立時の貸借対照表を

使用しております。なお、

中間決算日の翌日以降中

間連結決算日までの間に

生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を

行っております。

青島加藤吉食品有限公司、

威海威東日綜合食品有限

公司及び青島亜是加食品

有限公司の決算日は、12月

31日であり、また㈱光陽及

び㈱香川県観光開発の決

算日は２月末日でありま

す。連結財務諸表の作成に

あたっては、同決算日現在

の財務諸表を使用してお

ります。

なお、決算日の翌日以降連

結決算日までの間に生じ

た重要な取引については、

連結上必要な調整を行っ

ております。
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項目
前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

４　会計処理基準に関

する事項

(1) 重要な資産の評価基

準及び評価方法

　①　有価証券

　　　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　　　中間決算末日の市場

価格等に基づく

時価法(評価差額

は、全部純資産直

入法により処理

し、売却原価は、

移動平均法によ

り算定)

(1) 重要な資産の評価基

準及び評価方法

　①　有価証券

　　　その他有価証券

　　　時価のあるもの

同左

(1) 重要な資産の評価基

準及び評価方法

　①　有価証券

　　　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　　　決算期末日の市場価

格等に基づく時

価法(評価差額は

全部純資産直入

法により処理し、

売却原価は、移動

平均法により算

定)

 

　　　時価のないもの

　　　　移動平均法による原

価法

　　　時価のないもの

同左

　　　時価のないもの

同左

 　②　デリバティブ

　　　　時価法

　②　デリバティブ

同左

　②　デリバティブ

同左
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 　③　たな卸資産

製品・商品(水産品

を除く)・原材料及

び仕掛品

　　　　主として総平均法に

よる原価法

　　　商品(水産品)

　　　　個別法による原価法

　　　貯蔵品

　　　　最終仕入原価法

 

 

 

―――

　③　たな卸資産

評価基準は主とし

て原価法(収益性の

低下による簿価切

下げの方法)によっ

ております。

製品・商品(水産品

を除く)・原材料及

び仕掛品

　　　　総平均法

　　　商品(水産品)

　　　　個別法

　　　貯蔵品

最終仕入原価法

　　　(会計方針の変更)

当中間連結会計

期間から平成18年

７月５日公表の

「棚卸資産の評価

に関する会計基

準」(企業会計基準

委員会　企業会計基

準第９号)を適用し

ております。

この結果、従来の

方法によった場合

に比べて、売上総利

益、営業利益及び経

常利益が367百万円

減少し、税金等調整

前中間純損失が367

百万円増加してお

ります。

なお、セグメント

情報に与える影響

は当該箇所に記載

しております。

　③　たな卸資産

製品・商品(水産品

を除く)・原材料及

び仕掛品

　　　　主として総平均法に

よる原価法

　　　商品(水産品)

　　　　個別法による原価法

　　　貯蔵品

　　　　最終仕入原価法

 

 

 

―――
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項目
前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

 (2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法

　①　有形固定資産

　　(ⅰ)当社外７社

建物(建物附属設備

は除く)

ａ　平成10年３月31

日以前に取得

したもの

　　旧定率法を採用

しております。

ただし、当社の

事務所用資産

(本社社屋及び

カトキチ築地

ビル)及び㈱加

ト 吉 フ ー ド

レックの本社

配送センター

(冷凍倉庫及び

付帯設備)等は

旧定額法を採

用しておりま

す。

(2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法

　①　有形固定資産

　　(ⅰ)当社外16社

建物(建物附属設備

は除く)

ａ　平成10年３月31

日以前に取得

したもの

　　旧定率法を採用

しております。

ただし、当社の

事務所用資産

(本社社屋及び

カトキチ築地

ビル)及び㈱加

ト 吉 フ ー ド

レックの本社

配送センター

(冷凍倉庫及び

付帯設備)等は

旧定額法を採

用しておりま

す。

(2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法

　①　有形固定資産

　　(ⅰ)当社外７社

建物(建物附属設備

は除く)

ａ　平成10年３月31

日以前に取得

したもの

　　旧定率法を採用

しております。

ただし、当社の

事務所用資産

(本社社屋及び

カトキチ築地

ビル)及び㈱加

ト 吉 フ ー ド

レックの本社

配送センター

(冷凍倉庫及び

付帯設備)等は

旧定額法を採

用しておりま

す。

 ｂ　平成10年４月１

日から平成19

年３月31日ま

でに取得した

もの

　　旧定額法を採用

しております。

ｃ　平成19年４月１

日以降に取得

したもの

　　定額法を採用し

ております。

建物以外

ａ　平成19年３月31

日以前に取得

したもの

　　旧定率法を採用

しております。

ｂ　平成19年４月１

日以降に取得

したもの

　　定率法を採用し

ております。

ｂ　平成10年４月１

日から平成19

年３月31日ま

でに取得した

もの

　　旧定額法を採用

しております。

ｃ　平成19年４月１

日以降に取得

したもの

　　定額法を採用し

ております。

建物以外

ａ　平成19年３月31

日以前に取得

したもの

　　旧定率法を採用

しております。

ｂ　平成19年４月１

日以降に取得

したもの

　　定率法を採用し

ております。

ｂ　平成10年４月１

日から平成19

年３月31日ま

でに取得した

もの

　　旧定額法を採用

しております。

ｃ　平成19年４月１

日以降に取得

したもの

　　定額法を採用し

ております。

建物以外

ａ　平成19年３月31

日以前に取得

したもの

　　旧定率法を採用

しております。

ｂ　平成19年４月１

日以降に取得

したもの

　　定率法を採用し

ております。
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項目
前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

 　　(ⅱ)㈱香川県観光開発
外６社

建物(建物附属設備
は除く)
ａ　平成10年３月31
日以前に取得
したもの

　　旧定額法を採用
しております。

ｂ　平成10年４月１
日から平成19
年３月31日ま
でに取得した
もの

　　旧定額法を採用
しております。

ｃ　平成19年４月１
日以降に取得
したもの

　　定額法を採用し
ております。

建物以外
ａ　平成19年３月31
日以前に取得
したもの

　　旧定率法を採用
しております。

ｂ　平成19年４月１
日以降に取得
したもの

　　定率法を採用し
ております。

　　(ⅱ)㈱香川県観光開発
外７社

建物(建物附属設備
は除く)
ａ　平成10年３月31
日以前に取得
したもの

　　旧定額法を採用
しております。

ｂ　平成10年４月１
日から平成19
年３月31日ま
でに取得した
もの

　　旧定額法を採用
しております。

ｃ　平成19年４月１
日以降に取得
したもの

　　定額法を採用し
ております。

建物以外
ａ　平成19年３月31
日以前に取得
したもの

　　旧定率法を採用
しております。

ｂ　平成19年４月１
日以降に取得
したもの

　　定率法を採用し
ております。

　　(ⅱ)㈱香川県観光開発
外６社

建物(建物附属設備
は除く)
ａ　平成10年３月31
日以前に取得
したもの

　　旧定額法を採用
しております。

ｂ　平成10年４月１
日から平成19
年３月31日ま
でに取得した
もの

　　旧定額法を採用
しております。

ｃ　平成19年４月１
日以降に取得
したもの

　　定額法を採用し
ております。

建物以外
ａ　平成19年３月31
日以前に取得
したもの

　　旧定率法を採用
しております。

ｂ　平成19年４月１
日以降に取得
したもの

　　定率法を採用し
ております。

 　　(ⅲ)栄和綜合リース㈱
外３社

建物(建物附属設備
は除く)
ａ　平成10年３月31
日以前に取得
したもの

　　旧定額法を採用
しております。

ｂ　平成10年４月１
日から平成19
年３月31日ま
でに取得した
もの

　　旧定額法を採用
しております。

ｃ　平成19年４月１
日以降に取得
したもの

　　定額法を採用し
ております。

建物以外
ａ　平成19年３月31
日以前に取得
したもの

　　旧定額法を採用
しております。

　　(ⅲ)栄和綜合リース㈱
外２社

建物(建物附属設備
は除く)
ａ　平成10年３月31
日以前に取得
したもの

　　旧定額法を採用
しております。

ｂ　平成10年４月１
日から平成19
年３月31日ま
でに取得した
もの

　　旧定額法を採用
しております。

ｃ　平成19年４月１
日以降に取得
したもの

　　定額法を採用し
ております。

建物以外
ａ　平成19年３月31
日以前に取得
したもの

　　旧定額法を採用
しております。

　　(ⅲ)栄和綜合リース㈱
外３社

建物(建物附属設備
は除く)
ａ　平成10年３月31
日以前に取得
したもの

　　旧定額法を採用
しております。

ｂ　平成10年４月１
日から平成19
年３月31日ま
でに取得した
もの

　　旧定額法を採用
しております。

ｃ　平成19年４月１
日以降に取得
したもの

　　定額法を採用し
ております。

建物以外
ａ　平成19年３月31
日以前に取得
したもの

　　旧定額法を採用
しております。
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 ｂ　平成19年４月１
日以降に取得
したもの

　　定額法を採用し
ております。

ｂ　平成19年４月１
日以降に取得
したもの

　　定額法を採用し
ております。

ｂ　平成19年４月１
日以降に取得
したもの

　　定額法を採用し
ております。
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項目
前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

 　　(ⅳ)青島加藤吉食品有

限公司外３社

　　定額法を採用し

ております。

なお、主な耐用年数

は以下のとおりで

あります。

建物及び構築物

２～60年

機械装置及び運搬

具

３～20年

また、当社外７社は

取得価額が10万円

以上20万円未満の

資産について、３年

均等償却しており

ます。

　　(ⅳ)青島加藤吉食品有

限公司外９社

　　定額法を採用し

ております。

なお、主な耐用年数

は以下のとおりで

あります。

建物及び構築物

２～60年

機械装置及び運搬

具

２～20年

 

　　(ⅳ)青島加藤吉食品有

限公司外２社

　　定額法を採用し

ております。

なお、主な耐用年数

は以下のとおりで

あります。

建物及び構築物

２～60年

機械装置及び運搬

具

３～20年

また、当社外７社は

取得価額が10万円

以上20万円未満の

資産について、３年

均等償却しており

ます。

 (会計方針の変更)

　法人税法の改正((所得税

法等の一部を改正する

法律　平成19年３月30日

　法律第６号)及び(法人

税法施行令の一部を改

正する政令　平成19年３

月30日　政令第83号))に

伴い、当中間連結会計期

間から平成19年４月１

日以降に取得したもの

については、改正後の法

人税法に基づく方法に

変更しております。

　これに伴い、前中間連結

会計期間と同一の方法

によった場合と比べ、売

上総利益が５百万円、営

業利益が９百万円、経常

利益が10百万円それぞ

れ減少し、税金等調整前

中間純損失が10百万円、

中間純損失が８百万円

増加しております。

　なお、セグメント情報に

与える影響については、

当該箇所に記載してお

ります。

(会計方針の変更)

　取得価額が10万円以上20

万円未満の資産につい

て、３年均等償却してお

りましたが、当社の親会

社となった日本たばこ

産業株式会社と会計処

理基準を統一するため、

当中間連結会計期間よ

り一括償却処理に変更

しております。

　これに伴い、前中間連結

会計期間と同一の方法

によった場合と比べ、売

上総利益が１百万円、営

業利益が19百万円、経常

利益が19百万円それぞ

れ減少し、税金等調整前

中間純損失が83百万円

増加しております。

　なお、それぞれのセグメ

ント情報に与える影響

については、当該箇所に

記載しております。

(会計方針の変更)

　当社及び国内連結子会社

は、法人税法の改正((所

得税法等の一部を改正

する法律　平成19年３月

30日　法律第６号)及び

(法人税法施行令の一部

を改正する政令　平成19

年３月30日　政令第83

号))に伴い、当連結会計

年度から平成19年４月

１日以降に取得したも

のについては、改正後の

法人税法に基づく方法

に変更しております。

　これに伴い、前連結会計

年度と同一の方法に

よった場合と比べ、売上

総利益が21百万円、営業

利益が35百万円それぞ

れ減少し、経常損失が39

百万円、税金等調整前当

期純損失が39百万円、当

期純損失が33百万円そ

れぞれ増加しておりま

す。

　なお、セグメント情報に

与える影響については、

当該箇所に記載してお

ります。
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項目
前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

 (追加情報)

当中間連結会計期間か

ら、平成19年３月31日以

前に取得したものにつ

いては、償却可能限度額

まで償却が終了した翌

年から５年間で均等償

却する方法によってお

ります。

これに伴い、前中間連結

会計期間と同一の方法

によった場合と比べ、売

上総利益が80百万円、営

業利益が88百万円、経常

利益が99百万円それぞ

れ減少し、税金等調整前

中間純損失が99百万円、

中間純損失が90百万円

増加しております。

(追加情報)

法人税法の改正(所得税

法等の一部を改正する

法律　平成20年４月30日

　法律第23号)に伴い、法

定耐用年数及び資産区

分が見直されました。こ

れにより、機械装置及び

運搬具については、従来

耐用年数を３～20年と

しておりましたが、当中

間連結会計期間より２

～20年に変更しており

ます。

これに伴い、前中間連結

会計期間と同一の方法

によった場合と比べ、売

上総利益が57百万円、営

業利益が68百万円、経常

利益が68百万円それぞ

れ増加し、税金等調整前

中間純損失が68百万円

減少しております。

(追加情報)

当社及び国内連結子会

社は、当連結会計年度か

ら、平成19年３月31日以

前に取得したものにつ

いては、償却可能限度額

まで償却が終了した翌

年から５年間で均等償

却する方法によってお

ります。

これに伴い、前連結会計

年度と同一の方法に

よった場合と比べ、売上

総利益が153百万円、営

業利益が168百万円それ

ぞれ減少し、経常損失が

191百万円、税金等調整

前当期純損失が191百万

円、当期純損失が174百

万円それぞれ増加して

おります。

 　②　無形固定資産

　　　定額法を採用しており

ます。なお、自社利

用のソフトウェア

については、社内に

おける利用可能期

間(５年)に基づく

定額法を採用して

おります。

　②　無形固定資産

同左

　②　無形固定資産

同左

 (3) 重要な引当金の計上

基準

　①　貸倒引当金

　　　債権の貸倒損失の発生

に備えるため、一般

債権については貸

倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定

の債権については

個別に回収可能性

を勘案し、回収不能

見込額を計上して

おります。

(3) 重要な引当金の計上

基準

　①　貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上

基準

　①　貸倒引当金

同左
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項目
前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

 　②　賞与引当金
　　　当社及び次の連結子会

社は、従業員に対し
て支給する賞与の
支出に充てるため、
支給見込額に基づ
き計上しておりま
す。

　　　株式会社加ト吉フード
レック

　　　株式会社村さ来本社
　　　加ト吉水産株式会社
　　　株式会社関空デリカ
　　　株式会社光陽
　　　株式会社北海道加ト吉
　　　ケイエス冷凍食品株式

会社
　　　株式会社グリーンフー

ズ
　　　川万水産株式会社
　　　株式会社エフネット
　　　株式会社香川県観光開

発
　　　株式会社アドバンスサ

ポート
　　　株式会社プライムス

テージ
　　　株式会社オーシャンテ

レコム
　　　株式会社アドバンスモ

バイル
　　　株式会社アドバンスソ

リューション
　　　株式会社龍馬オフィス

サポート

　②　賞与引当金
　　　当社及び連結子会社29

社は、従業員に対し
て支給する賞与の
支出に充てるため、
支給見込額に基づ
き計上しておりま
す。

　②　賞与引当金
　　　当社及び次の連結子会

社は、従業員に対し
て支給する賞与の
支出に充てるため、
支給見込額に基づ
き計上しておりま
す。

　　　株式会社加ト吉フード
レック

　　　株式会社村さ来本社
　　　加ト吉水産株式会社
　　　株式会社関空デリカ
　　　株式会社光陽
　　　株式会社北海道加ト吉
　　　ケイエス冷凍食品株式

会社
　　　株式会社グリーンフー

ズ
　　　川万水産株式会社
　　　株式会社エフネット
　　　株式会社香川県観光開

発
　　　株式会社アドバンスサ

ポート
　　　株式会社プライムス

テージ
　　　株式会社オーシャンテ

レコム
　　　株式会社アドバンスモ

バイル
　　　株式会社アドバンスソ

リューション
　　　株式会社龍馬オフィス

サポート
 ――― ――― 　③　役員賞与引当金

　　　役員の賞与の支出に備
えるため、支給見込
額に基づき計上し
ております。
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 　④　退職給付引当金
　　　従業員の退職給付に備

えるため、当連結会
計年度末における
退職給付債務及び
年金資産の見込額
に基づき、当中間連
結会計期間末にお
いて発生している
と認められる額を
計上しております。
数理計算上の差異
は、その発生時の従
業員の平均残存勤
務期間以内の一定
の年数(５年)によ
る定率法により、そ
れぞれ発生の翌連
結会計年度から費
用処理しておりま
す。

　④　退職給付引当金
　　　従業員の退職給付に備

えるため、当連結会
計年度末における
退職給付債務及び
年金資産の見込額
に基づき、当中間連
結会計期間末にお
いて発生している
と認められる額を
計上しております。
数理計算上の差異
は、その発生時の従
業員の平均残存勤
務期間以内の一定
の年数(５年)によ
る定率法により、そ
れぞれ発生の翌連
結会計年度から費
用処理しておりま
す。

　④　退職給付引当金
　　　従業員の退職給付に備

えるため、当連結会
計年度末における
退職給付債務及び
年金資産の見込額
に基づき、計上して
おります。
数理計算上の差異
は、その発生時の従
業員の平均残存勤
務期間以内の一定
の年数(５年)によ
る定率法により、そ
れぞれ発生の翌連
結会計年度から費
用処理しておりま
す。
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項目
前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

  (追加情報)
　　　当社は、確定拠出年金

法の施行に伴い、平
成20年５月に適格
退職年金制度の一
部について確定拠
出年金制度へ移行
し、「退職給付制度
間の移行等に関す
る会計処理」(企業
会計基準適用指針
第１号)を適用して
おります。

　　　本移行に伴う影響額
は、特別利益として
232百万円計上され
ております。

 

 ――― 　⑤　役員退職慰労引当金
　　　役員の退職慰労金に備

えるため、内規に基
づく中間期末要支
給額を計上してお
ります。

　⑤　役員退職慰労引当金
　　　役員の退職慰労金に備

えるため、内規に基
づく期末要支給額
を計上しておりま
す。
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 ――― ――― (会計処理の変更)
　　　「租税特別措置法上の

準備金及び特別法
上の引当金又は準
備金並びに役員退
職慰労引当金等に
関する監査上の取
扱い」(日本公認会
計士協会監査・保
証実務委員会報告
第42号)の改正に伴
い、従来、支給時に
費用として処理し
ておりました役員
退職慰労金は、当連
結会計年度から、当
該連結会計年度末
における要支給見
込額を役員退職慰
労引当金として計
上しております。こ
れにより、従来の方
法に比べ、税金等調
整前当期純損失は
８百万円多く計上
されております。

　　　なお、当該会計処理の
変更を当下期より
行うのは、「役員退
職慰労金規定」の
見直しが当下期に
行われたことによ
るものであります。

　　　従って、当連結会計年
度の中間連結会計
期間における会計
処理は、従来の方法
によっており、変更
後の方法によった
場合に比べ、税金等
調整前中間純損失
は３百万円少なく
計上されておりま
す。
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項目
前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

 　⑥　債務保証損失引当金

　　　債務保証に係る損失に

備えるため、被保証

先の財政状態等に

ついて今後の見通

しを勘案し、損失負

担見込額を計上し

ております。

　⑥　債務保証損失引当金

同左

　⑥　債務保証損失引当金

同左

 (4) 重要なリース取引の

処理方法

　　リース物件の所有権が

借主に移転すると認

められるもの以外の

ファイナンス・リー

ス取引については、通

常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計

処理によっておりま

す。

(4) 重要なリース取引の

処理方法

同左

(4) 重要なリース取引の

処理方法

同左

 (5) 重要なヘッジ会計の

方法

　①　ヘッジ会計の方法

　　　原則として繰延ヘッジ

処理を採用してお

ります。

　　　なお、金利スワップに

ついては特例処理

の要件を満たして

いる場合には、特例

処理によっており

ます。

　　　また、為替予約につい

ては振当処理の要

件を満たしている

場合には振当処理

を採用しておりま

す。

(5) 重要なヘッジ会計の

方法

　①　ヘッジ会計の方法

同左

(5) 重要なヘッジ会計の

方法

　①　ヘッジ会計の方法

同左

 　②　ヘッジ手段とヘッジ

対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約
外貨建予定
取引

通貨
スワップ

〃

金利
スワップ

借入金

　

　②　ヘッジ手段とヘッジ

対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約
外貨建予定
取引

金利
スワップ

借入金

　

　②　ヘッジ手段とヘッジ

対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約
外貨建予定
取引

通貨
スワップ

〃

金利
スワップ

借入金
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項目
前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

 　③　ヘッジ方針

　　　目的、限度額、方針等を

定めた社内規定に

従い、資金担当部門

にて行っておりま

す。

　　　通常の外貨建営業取引

に係る輸入実績等

を踏まえ、将来の為

替相場の変動によ

る外貨建の売掛金

及び買掛金の為替

変動リスクをヘッ

ジする目的で為替

予約及び長期の通

貨スワップ取引を

利用しております。

また、金利スワップ

取引は長期借入金

の一部に係る金利

変動リスクを回避

する目的で実債務

を対象元本とした

取引のみ利用する

方針であります。

　③　ヘッジ方針

　　　目的、限度額、方針等を

定めた社内規定に

従い、資金担当部門

にて行っておりま

す。

　　　通常の外貨建営業取引

に係る輸入実績等

を踏まえ、将来の為

替相場の変動によ

る外貨建の売掛金

及び買掛金の為替

変動リスクをヘッ

ジする目的で為替

予約を利用してお

ります。また、金利

スワップ取引は長

期借入金の一部に

係る金利変動リス

クを回避する目的

で実債務を対象元

本とした取引のみ

利用する方針であ

ります。

　③　ヘッジ方針

　　　目的、限度額、方針等を

定めた社内規定に

従い、資金担当部門

にて行っておりま

す。

　　　通常の外貨建営業取引

に係る輸入実績等

を踏まえ、将来の為

替相場の変動によ

る外貨建の売掛金

及び買掛金の為替

変動リスクをヘッ

ジする目的で為替

予約及び長期の通

貨スワップ取引を

利用しております。

また、金利スワップ

取引は長期借入金

の一部に係る金利

変動リスクを回避

する目的で実債務

を対象元本とした

取引のみ利用する

方針であります。
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 　④　ヘッジ有効性評価の

方法

　　　ヘッジ対象のキャッ

シュ・フロー変動

の累計又は相場変

動とヘッジ手段の

キャッシュ・フ

ロー変動の累計又

は相場変動を半期

ごとに比較し、両者

の変動額等を基礎

にして、ヘッジの有

効性を評価してお

ります。ただし、特

例処理によってい

る金利スワップに

ついては有効性の

評価を省略してお

ります。

　　　また、為替予約につい

ては締結時のリス

ク管理方針に従っ

て、米貨建による同

一金額で同一期日

の為替予約をそれ

ぞれ振当てている

ため、その後の為替

の変動による相関

関係は完全に確保

されているので、決

算日における有効

性の評価を省略し

ております。

　④　ヘッジ有効性評価の

方法

同左

　④　ヘッジ有効性評価の

方法

同左

 

EDINET提出書類

株式会社加ト吉(E00470)

半期報告書

 57/138



 

項目
前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

  　　(追加情報)

　　　デリバティブ取引につ

いては、長期生産性

計画の合理的な予

測面等を勘案して、

期間１年以内を

ヘッジ対象とし、１

年超の部分の評価

損益はデリバティ

ブ評価損として損

益に計上しており

ましたが、当中間連

結会計期間に入り

輸入取引が減少し

ていることから、１

年内の通貨スワッ

プ取引について、

ヘッジ会計の要件

を満たすことが難

しくなってきたた

め、その全部を時価

評価し、評価損益の

全額を損益に計上

することに変更し

ております。

　　　なお、従来と同一の方

法によった場合と

比較し、経常利益が

209百万円減少し、

税金等調整前中間

純損失は、209百万

円増加しておりま

す。

 

 (6) その他中間連結財務

諸表作成のための重

要な事項

　①　消費税等の処理方法

　　　税抜方式を採用してお

ります。

(6) その他中間連結財務

諸表作成のための重

要な事項

　①　消費税等の処理方法

同左

(6) その他連結財務諸表

作成のための重要な

事項

　①　消費税等の処理方法

同左

 　②　税効果会計

　　　中間連結会計期間に係

る納付税額及び法

人税等調整額は、当

連結会計年度にお

いて予定している

特別償却準備金の

取崩しを前提とし

て、当中間連結会計

期間に係る金額を

計算しております。

――― ―――

EDINET提出書類

株式会社加ト吉(E00470)

半期報告書

 58/138



５　中間連結キャッ

シュ・フロー計

算書(連結キャッ

シュ・フロー計

算書)における資

金の範囲

手許資金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリス

クしか負わない取得日か

ら３カ月以内に償還期限

の到来する短期的な投資

からなっております。

同左 同左
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【会計方針の変更】

 

前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(帳合取引の会計処理方法)

　当中間連結会計期間より帳合取引

の会計処理につきまして、売上高と

仕入高を両建する「総額表示」か

ら、売上高と仕入高を相殺する「純

額表示」へ変更しております。

　この変更は、帳合取引の会計処理

の透明性をより確保し、相殺処理を

行う方が経営成績をより適格に表

示することができるとの目的で

行ったものであります。この変更に

より、従来の方法によった場合に比

べ、売上高と売上原価がそれぞれ

10,567百万円少なく計上されてお

ります。なお、この変更による売上

総利益、営業利益、経常利益及び中

間純利益への影響はありません。ま

た、セグメント情報に与える影響に

ついては、当該箇所に記載しており

ます。

――― (帳合取引の会計処理方法)

　当連結会計年度より帳合取引の会

計処理につきまして、売上高と仕入

高を両建する「総額表示」から、売

上高と仕入高を相殺する「純額表

示」へ変更しております。

　この変更は、帳合取引の会計処理

の透明性をより確保し、相殺処理を

行う方が経営成績をより的確に表

示することができるとの目的で

行ったものであります。この変更に

より、従来の方法によった場合に比

べ、売上高と売上原価がそれぞれ

16,466百万円少なく計上されてお

ります。なお、この変更による売上

総利益、営業利益、経常損失及び当

期純損失への影響はありません。ま

た、セグメント情報に与える影響に

ついては、当該箇所に記載しており

ます。
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【注記事項】

(中間連結貸借対照表関係)
 

前中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産減価償却累計額

61,450百万円

※１　有形固定資産減価償却累計

額

85,622百万円

※１　有形固定資産減価償却累計額

60,556百万円

※２　担保資産及び担保付債務

　　　担保に供している資産は次のと

おりであります。

　建物及び
　構築物

3,853百万円

　機械装置
　及び運搬具

430

　工具、器具
　及び備品

72

　土地 3,814

計 8,171

　　　担保付債務は次のとおりであり

ます。

　長期借入金 2,483百万円

　短期借入金 3,958

計 6,442

※２　担保資産及び担保付債務

　　　担保に供している資産は次の

とおりであります。

　現金及び預金 1,100百万円

　建物及び
　構築物

4,536

　機械装置
　及び運搬具

571

　工具、器具
　及び備品

64

　土地 6,799
 

計 13,072

　　　担保付債務は次のとおりであ

ります。

　長期借入金 3,434百万円

　短期借入金 7,976
 

計 11,411

※２　担保資産及び担保付債務

　　　担保に供している資産は次のと

おりであります。

　現金及び預金 1,100百万円

　建物及び
　構築物

2,714

　機械装置
　及び運搬具

444

　工具、器具
　及び備品

71

　土地 3,347

計 7,677

　　　担保付債務は次のとおりであり

ます。

長期借入金 2,119百万円

短期借入金 4,388

計 6,507

　３　偶発債務

　　　取引先及び非連結子会社・関連

会社の銀行借入金に対し、支

払保証を行っております。

コトブキ
商事㈱

893百万円

舟山港明
食品有限公司

600

三豊ケーブル
テレビ放送㈱

431

舟山加藤佳
食品有限公司

400

コック食品㈱ 210

観音寺
土地開発㈱

54

㈱ダイカイ
フード

25

K&T FOODS
CO.,LTD.

7
(500千香港ドル)

合計 2,621

　３　偶発債務

　　　取引先及び関連会社の銀行借

入金に対し、支払保証を行っ

ております。

コトブキ
商事㈱

709百万円

三豊ケーブル
テレビ放送㈱

381

コック食品㈱ 120

山東凱加食品
股?有限公司

62
(600千米ドル)

合計 1,273

　３　偶発債務

　　　取引先及び非連結子会社・関連

会社の銀行借入金に対し、支

払保証を行っております。

コトブキ
商事㈱

733百万円

舟山港明食品
有限公司

569
(37百万人民元
及び332千米ドル)

三豊ケーブル
テレビ放送㈱

406

舟山加藤佳
食品有限公司

380
(24百万人民元
及び349千米ドル)

コック食品㈱ 240

山東凱加食品
股?有限公司

120
(1,200千米ドル)

K&T FOOD 
CO.,LTD.

6
(500千香港ドル)

合計 2,455
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前中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

――― 　４　経営指導念書等

　　　下記会社の金融機関からの借入

金に対して、債務保証及び債

務保証予約には該当しない

経営指導念書の差入れを

行っております。

舟山港明食品
有限公司

1,681百万円
(110百万人民元)

舟山加藤佳
食品有限公司

2,466
(162百万人民元)

合計 4,147

　　　当社はこの経営指導念書に基づ

き、実質的にも将来の債務保

証義務又は損害担保義務を

負っているものではないと

判断しております。

　４　経営指導念書等

　　　下記会社の金融機関からの借入

金に対して、債務保証及び債

務保証予約には該当しない

経営指導念書の差入れを

行っております。

舟山港明食品
有限公司

1,580百万円
(110百万人民元)

舟山加藤佳
食品有限公司

2,317
(162百万人民元)

合計 3,898

　　　当社はこの経営指導念書に基づ

き、実質的にも将来の債務保

証義務又は損害担保義務を

負っているものではないと

判断しております。

　５　受取手形割引高 1,942百万円　５　受取手形割引高 162百万円　５　受取手形割引高 1,008百万円

※６　中間連結会計期間末日満期

手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決

済処理しております。

　　　なお、当中間連結会計期間末日

が金融機関の休日であった

ため、次の中間連結会計期

間末日満期手形が、中間連

結会計期間末残高に含まれ

ております。

受取手形 432百万円

支払手形 526

設備関係
支払手形

67

――― ―――

※７　「循環取引」等の不適切な

取引行為に関連して発生し

たものが、以下のとおり含

まれております。

※７　「循環取引」等の不適切な取

引行為に関連して発生した

ものが、以下のとおり含まれ

ております。

※７　「循環取引」等の不適切な取

引行為に関連して発生した

ものが、以下のとおり含まれ

ております。

未払金及び
未払費用

4,062百万円
未払金及び
未払費用

4,062百万円
未払金及び
未払費用

4,062百万円

――― 　８　コミットメントライン契約

　　　当社は株式会社あおぞら銀行他

10金融機関とコミットメン

トライン契約を締結してお

ります。これらの契約に基づ

く当中間連結会計期間末の

借入未実行残高は次のとお

りであります。

貸出コミット
メントの総額

20,000百万円

借入実行残高 9,000百万円

差引額 11,000百万円

　８　コミットメントライン契約

　　　当社は株式会社あおぞら銀行他

10金融機関とコミットメン

トライン契約を締結してお

ります。これらの契約に基づ

く当連結会計年度末の借入

未実行残高は次のとおりで

あります。

貸出コミット
メントの総額

20,000百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 15,000百万円
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(中間連結損益計算書関係)

 

前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

――― ※１　通常の販売目的で保有する棚

卸資産の収益性の低下によ

る薄価切下額

売上原価 367百万円

―――

※２　販売費及び一般管理費のう

ち、主要なものは次のとおり

であります。

運賃 3,936百万円

保管料 1,106

従業員給与手当
(賞与を含む)

3,359

支払手数料 1,778

減価償却費 355

貸倒引当金
繰入額

202

退職給付費用 143

賞与引当金
繰入額

498

のれん償却額 55

※２　販売費及び一般管理費のう

ち、主要なものは次のとおり

であります。

運賃 3,751百万円

保管料 1,114

従業員給与手当
(賞与を含む)

3,636

支払手数料 2,419

減価償却費 414

貸倒引当金
繰入額

―

退職給付費用 183

賞与引当金
繰入額

453

のれん償却額 82

※２　販売費及び一般管理費のう

ち、主要なものは次のとおり

であります。

運賃 7,853百万円

保管料 2,191

従業員給与手当
(賞与を含む)

7,404

減価償却費 692

貸倒引当金
繰入額

1,106

退職給付費用 252

賞与引当金
繰入額

506

のれん償却額 112

支払手数料 3,435

※３　固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。

建物及び構築物 9百万円

機械装置及び
運搬具

7

工具、器具
及び備品

0

土地 330

合計 346

※３　固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。

機械装置及び
運搬具

0百万円

土地 3

合計 4

※３　固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。

建物及び構築物 37百万円

機械装置及び
運搬具

32

工具、器具
及び備品

0

土地 330

無形固定資産
(その他)

3

合計 404

※４　固定資産処分損の内訳は次の

とおりであります。

　　　[固定資産除却損]

建物及び構築物 237百万円

機械装置及び
運搬具

79

工具、器具
及び備品

2

合計 319

※４　固定資産処分損の内訳は次の

とおりであります。

　　　[固定資産除却損]

建物及び構築物 189百万円

機械装置及び
運搬具

23

工具、器具
及び備品

12

その他 1

合計 227

※４　固定資産処分損の内訳は次の

とおりであります。

　　　[固定資産除却損]

建物及び構築物 320百万円

機械装置及び
運搬具

194

工具、器具
及び備品

12

その他 1

合計 530

　　　[固定資産売却損]

機械装置及び
運搬具

0百万円

工具、器具
及び備品

0

合計 0

　　　[固定資産売却損]

建物及び構築物 415百万円

機械装置及び
運搬具

12

工具、器具
及び備品

0

土地 271

合計 701

　　　[固定資産売却損]

建物及び構築物 1百万円

機械装置及び
運搬具

17

工具、器具
及び備品

0

その他 1

合計 20
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前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※５　減損損失

当中間連結会計期間におい

て、当社グループは以下の

資産グループについて減損

損失を計上しております。

用途 種類 場所 その他
金額
(百万円)

事業用
資産

建物及び
構築物
機械装置
及び運搬
具
工具、器
具及び備
品
土地

大阪府 事務所 196

遊休資産

建物及び
構築物
機械装置
及び運搬
具
工具、器
具及び備
品
電話加入
権

香川県
工 場 、 ア
ミューズメ
ント施設

161

計    357

※５　減損損失

当中間連結会計期間におい

て、当社グループは以下の

資産グループについて減損

損失を計上しております。

用途 種類 場所 その他
金額
(百万円)

事業用
資産

建物及び
構築物

香川県 ホテル 79

賃貸用
不動産

建物及び
構築物
機械装置
及び運搬
具
工具、器
具及び備
品
土地

岡山県 ゴルフ場 1,431

計    1,510

※５　減損損失

当連結会計年度において、当

社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を

計上しております。

用途 種類 場所 その他
金額
(百万円)

事業用
資産

建物及び
構築物
土地

香川県
(１件)

旅館 2,489

賃貸用
不動産

建物及び
構築物
土地

大阪府
(１件)

ビル 3,046

香川県
(２件)

店舗、更地 70

遊休資産

建物及び
構築物
機械装置
及び
運搬具
工具、器
具及び備
品
土地
無形固定
資産
(その他)

大阪府
(１件)

ビル 196

香川県
(４件)

店舗、工場
更地

300

鳥取県他
(２件)

工場 6

計    6,109

　
　　　当社グループは、減損損失の算

定にあたり、原則として事

業部別に区分し、賃貸用不

動産・遊休資産について

は、個々の物件を単位とし

ております。

　　　当中間連結会計期間において、

帳簿価額に対し著しく時価

が下落している資産につい

て帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を

減損損失として特別損失に

計上しております。

　　　その内訳は、次のとおりであり

ます。

　　　当社グループは、減損損失の算

定にあたり、原則として事

業部別に区分し、賃貸用不

動産・遊休資産について

は、個々の物件を単位とし

ております。

　　　当中間連結会計期間において、

帳簿価額に対し著しく時価

が下落している資産につい

て帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を

減損損失として特別損失に

計上しております。

　　　その内訳は、次のとおりであり

ます。

　　　当社グループは、減損損失の算

定にあたり、原則として事業

部別に区分し、賃貸用不動産

・遊休資産については、個々

の物件を単位としておりま

す。

　　　当連結会計年度において、帳簿

価額に対し著しく時価が下

落している資産について帳

簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上し

ております。

　　　その内訳は、次のとおりであり

ます。

　　(1) 事業用資産

建物及び構築

物
148百万円

機械装置及び
運搬具

7

工具、器具
及び備品

5

土地 34

計 196

　　(1) 事業用資産

建物及び構築物 79百万円

　　(1) 事業用資産

建物及び
構築物

1,711百万円

土地 777

計 2,489
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　　(2) 遊休資産

建物及び構築

物
150百万円

機械装置及び
運搬具

0

工具、器具
及び備品

2

電話加入権 8

計 161

　　　なお、当該資産グループの回収

可能価額は、不動産鑑定評

価、正味売却価額及び将来

キャッシュ・フローを５％

で割り引いて算出した使用

価値により測定しておりま

す。

　　(2) 賃貸用不動産

建物及び構築

物
381百万円

機械装置及び
運搬具

4

工具、器具
及び備品

3

土地 1,040
 

計 1,431

　　　なお、当該資産グループの回収

可能価額は、不動産鑑定評

価、正味売却価額及び将来

キャッシュ・フローを５％

で割り引いて算出した使用

価値により測定しておりま

す。

　　(2) 賃貸用不動産

建物及び
構築物

12百万円

土地 3,104

計 3,116
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前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(3)     ――― (3)     ――― 　　(3) 遊休資産

建物及び構築物 298百万円

機械装置及び
運搬具

14

工具器具備品 8

土地 173

無形固定資産
(その他)

8

計 503

　　　なお、当該資産グループの回収

可能価額は、不動産鑑定評

価、正味売却価額及び将来

キャッシュ・フローを５％

で割り引いて算出した使用

価値により測定しておりま

す。

―――

 

※６　事業再編損の内訳は次のとお

りであります。

債務保証損失
引当金繰入額

1,008百万円

貸倒引当金
繰入額

1,406

棚卸資産
整理損

2,404

計 4,819

―――

―――

 

※７　当中間連結会計期間における

税金費用については、簡便法

による税効果会計を適用し

ているため、法人税等調整額

は「法人税、住民税及び事業

税」に含めて表示しており

ます。

　　　(追加情報)

　　　中間連結会計期間における税金

費用については、従来、原則

法により計上しておりまし

たが、当社の親会社となった

日本たばこ産業株式会社と

会計処理基準を統一するた

め、当中間連結会計期間から

簡便法へ変更しております。

―――

 

次へ
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(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 164,172 ― ― 164,172

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 2,133,556 4,645 ― 2,138,201

 
（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　 4,645株

 

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日
定時株主総会

普通株式 810 5.00平成19年３月31日平成19年６月29日

 

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後

となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年11月27
日
取締役会

普通株式 利益剰余金 810 5.00平成19年９月30日平成19年12月10日
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当中間連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 164,172,98738,028,000164,172,98738,028,000

Ａ種種類株式(株) ― 16 ― 16

合計 164,172,98738,028,016164,172,98738,028,016

 
（変動事由の概要）

普通株式の増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

　取締役会決議による新株の発行による増加 　38,028,000株

 

普通株式の減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

　取締役会決議による消却による減少　　　　164,172,987株

 

Ａ種株式の増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

　株主総会決議による新株の発行による増加 　　　　　16株

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少
当中間連結会計期間

末

普通株式(株) 2,178,434161,994,553164,172,987 ―

 
（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　836株

　臨時株主総会決議の取得による増加　　　161,993,717株

 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

　取締役会決議による消却による減少　　　164,172,987株

 

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４　配当に関する事項

該当事項はありません。
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前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 164,172 ― ― 164,172

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 2,133,556 44,878 ― 2,178,434

 
（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　44,878株

 

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日
定時株主総会

普通株式 810 5.00平成19年３月31日平成19年６月29日

平成19年11月27日
取締役会

普通株式 810 5.00平成19年９月30日平成19年12月10日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照

表に記載されている科目の

金額との関係

現金及び預金
勘定

13,041百万円

預入期間が
３カ月を
超える
定期預金等

△598

現金及び
現金同等物

12,443

※１　現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照

表に記載されている科目の

金額との関係

現金及び預金
勘定

18,753百万円

その他
(流動資産)

4,978

預入期間が
３カ月を
超える
定期預金等

△1,676

現金及び
現金同等物

22,055

　　　その他(流動資産)に計上されて

いる関係会社預け金は、資金

を一元的に管理し効率活用

する㈱ジェイティ財務サー

ビスへの預け金であります。

※１　現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に記載

されている科目の金額との

関係

現金及び預金
勘定

13,170百万円

預入期間が
３カ月を
超える
定期預金等

△1,239

現金及び
現金同等物

11,931

※２　　 　　――― ※２　株式の取得により新たに連結

子会社となった会社の資産

及び負債の主な内訳

　　　株式の取得により新たにジェイ

ティフーズ㈱他17社を連結

したことに伴う連結開始時

の資産及び負債の内訳並び

に株式の取得価額と取得の

ための支出(純額)との関係

は次のとおりであります。

流動資産 26,683

固定資産 26,614

繰延資産 0

流動負債 △29,159

固定負債 △5,597

のれん 4,375

追加取得前
の持分

△64

株式の
取得価額

22,853

現金及び
現金同等物

△8,136

差引：取得の
ための支出

14,716

  
  

※２　　 　　―――

 

EDINET提出書類

株式会社加ト吉(E00470)

半期報告書

 70/138



 

前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※３　　 　　――― ※３　営業譲受により増加した資産

及び負債の主な内訳

　　　日本たばこ産業㈱からの営業譲

受により増加した資産及び

負債の内訳、並びに営業譲受

価額と譲受による支出(純

額)との関係は次のとおりで

あります。

流動資産 2,662

固定資産 12,248

流動負債 △31

負ののれん △10,096

営業譲受価額 4,782

営業譲受時の
現金及び
現金同等物

―

差引：営業譲
受に伴う支出

4,782

※３　　 　　―――
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(リース取引関係)

 

前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末

残高相当額

　　 <取得価額相当額>

　機械装置及び
　運搬具

1,415百万円

　工具、器具
　及び備品

1,508

　その他 765

合計 3,688

１　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末

残高相当額

　　 <取得価額相当額>

　機械装置及び
　運搬具

1,987百万円

　工具、器具
　及び備品

1,641

　その他 1,245

合計 4,875

１　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高

相当額

　　 <取得価額相当額>

　機械装置及び
　運搬具

1,475百万円

　工具、器具
　及び備品

1,458

　その他 776

合計 3,710

　　 <減価償却累計額相当額>

　機械装置及び
　運搬具

932百万円

　工具、器具
　及び備品

806

　その他 322

合計 2,061

　　 <減価償却累計額相当額>

　機械装置及び
　運搬具

1,124百万円

　工具、器具
　及び備品

1,089

　その他 684

合計 2,898

　　 <減価償却累計額相当額>

　機械装置及び
　運搬具

990百万円

　工具、器具
　及び備品

857

　その他 375

合計 2,223

　　 <減損損失累計額相当額>

　工具、器具
　及び備品

9百万円

　その他 4

合計 14

　　 <減損損失累計額相当額>

　工具、器具
　及び備品

9百万円

　その他 4

合計 14

　　 <減損損失累計額相当額>

　機械装置及び
　運搬具

―百万円

　工具、器具
　及び備品

9

　その他 4

合計 14

　　 <中間期末残高相当額>

　機械装置及び
　運搬具

482百万円

　工具、器具
　及び備品

693

　その他 439

合計 1,616

　　 <中間期末残高相当額>

　機械装置及び
　運搬具

863百万円

　工具、器具
　及び備品

542

　その他 556

合計 1,962

　　 <期末残高相当額>

　機械装置及び
　運搬具

484百万円

　工具、器具
　及び備品

591

　その他 396

合計 1,472

　　なお、取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しており

ます。

同左 　　なお、取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。
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前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

②　未経過リース料中間期末残高相

当額等

　　未経過リース料中間期末残高相

当額

　１年内 594百万円

　１年超 1,032

合計 1,627

②　未経過リース料中間期末残高相

当額等

　　未経過リース料中間期末残高相

当額

　１年内 718百万円

　１年超 1,257

合計 1,976

②　未経過リース料期末残高相当額

等

　　未経過リース料期末残高相当額

 

　１年内 576百万円

　１年超 910

合計 1,486

　リース資産減損
　勘定中間期末残高

11百万円
　リース資産減損
　勘定中間期末残高

5百万円
　リース資産減損
　勘定期末残高

8百万円

　　なお、未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。

同左 　　なお、未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定して

おります。

　　このうち転リース取引に係る未

経過リース料中間期末残高相

当額

　１年内 140百万円

　１年超 256

合計 397

　　転リース取引に係る貸手側の残

高はおおむね同一であります。

　　このうち転リース取引に係る未

経過リース料中間期末残高相

当額

　１年内 105百万円

　１年超 140

合計 246

　　転リース取引に係る貸手側の残

高はおおむね同一であります。

　　このうち転リース取引に係る未

経過リース料期末残高相当額

 

　１年内 126百万円

　１年超 186

合計 313

　　転リース取引に係る貸手側の残

高はおおむね同一であります。

③　支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び減損損失

支払リース料 332百万円

リース資産
減損勘定の
取崩額

2

減価償却費
相当額

332

③　支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び減損損失

支払リース料 327百万円

リース資産
減損勘定の
取崩額

2

減価償却費
相当額

327

③　支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額及び減価償却費

相当額

支払リース料 651百万円

リース資産
減損勘定の
取崩額

5

減価償却費
相当額

651

④　減価償却費相当額の算定方法

　　リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっ

ております。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

２　オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

　１年内 0百万円

　１年超 ―

合計 0

２　オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

　１年内 38百万円

　１年超 68

合計 107

２　オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

　１年内 3百万円

　１年超 6

合計 9
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(有価証券関係)

１　時価のある有価証券

(1) 満期保有目的の債券

該当事項はありません。

 

(2) その他有価証券

 

区分

前中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

取得原価
(百万円)

中間連結
貸借対照表
計上額
(百万円)

差額
(百万円)

取得原価
(百万円)

中間連結
貸借対照表
計上額
(百万円)

差額
(百万円)

取得原価
(百万円)

連結貸借対
照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

①　株式 8,647 7,997 △649 12,3369,165△3,170 8,647 6,303△2,343

②　債券 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

③　その他 433 433 0 333 238 △95 332 257 △75

計 9,080 8,430 △649 12,6709,404△3,266 8,980 6,561△2,418

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、前中間連結会計期間末において０百万円、

当中間連結会計期間末において160百万円、前連結会計年度末において１百万円の減損処理を行っており

ます。

 

２　時価評価されていない主な有価証券

(1) 満期保有目的の債券

該当事項はありません。

 

(2) その他有価証券

 

内容

前中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

中間連結貸借対照表計上額
(百万円)

中間連結貸借対照表計上額
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

①　非上場株式 2,598 2,040 2,255

②　非上場社債 1,005 1,005 1,005

③　投資事業有限責任組合
　　及びそれに類する
　　組合への出資

1,664 1,195 1,281
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(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間末(平成19年９月30日)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

通貨関連
 

種類
契約額等
(百万円)

契約額等のうち１年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

スワップ取引 23,322 18,341 18,843 502

(注) １　時価の算定方法

　　通貨スワップ取引………取引相手先金融機関から提示された価格によっております。

２　ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。

 

当中間連結会計期間末(平成20年９月30日)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

通貨関連
 

種類
契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

為替予約取引    

　売建 89 92 △2

　買建 64 66 1

スワップ取引 18,341 17,547 △793

合計 ― ― △794

(注) １　時価の算定方法

　　為替予約取引……………先物為替相場によっております。

　　通貨スワップ取引………取引相手先金融機関から提示された価格によっております。

２　ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。

 

前連結会計年度末(平成20年３月31日)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

通貨関連
 

種類 契約額等(百万円)
契約額等のうち
１年超(百万円)

時価(百万円) 評価差額(百万円)

スワップ取引 20,831 15,850 14,778 △1,071

(注) １　時価の算定方法

　　通貨スワップ取引………取引相手先金融機関から提示された価格によっております。

２　ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。

 

(ストック・オプション等関係)

前中間連結会計期間(自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日)

該当事項はありません。

当中間連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。

前連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

該当事項はありません。
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(企業結合等関係)

当中間連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

共通支配下の取引等の注記

平成20年７月、日本たばこ産業株式会社(以下「ＪＴ」)の食品事業部門を譲受けました。

(1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並び

に取引の目的を含む取引の概要

　　①　対象となった事業の名称及びその事業の内容

　　　　対象事業　　　ＪＴの加工食品事業及び調味料事業

　　　　事業の内容　　主として冷凍加工食品及び調味料の製造販売

　　②　企業結合の法的形式

　　　　ＪＴの加工食品事業及び調味料事業の事業譲受、並びに連結子会社ジェイティフーズ㈱を

含む関係会社の株式譲受

　　③　結合後企業の名称

　　　　株式会社加ト吉

　　④　取引の目的を含む取引の概要

　　　　ＪＴの食品事業部の機能、加工食品事業及び調味料事業の関連子会社を当社に集約するこ

とにより、当社は、国内最大級となる冷凍食品事業をはじめとした加工食品事業に加

え、高い技術力を持つ調味料事業を有することになり、今後、食品メーカーとしての更

なる基盤確立を図るために事業再編を実施しております。

(2) 実施した会計処理の概要

　　「企業結合に係る会計基準」における共通支配下の取引として処理しております。

　　①　譲受資産、負債の項目及び内容

流動資産 2,662百万円 流動負債 31百万円

固定資産       

 

子会社株式等 22,217     

その他固定資産 12,248     

　合計 34,465     

 

資産合計 37,128  負債合計 31  

　　②　譲受価格

　　　　27,000百万円

　　③　事業の譲受日

　　　　平成20年７月１日

　　④　のれんの計上額及び発生原因

　　　　事業の譲受けにより引き継ぐ譲受価格が受け入れた資産及び負債の純額を下回ったことか

ら負ののれんとして計上致しました。

　　⑤　のれんの償却方法及び償却期間

　　　　５年間の均等償却

EDINET提出書類

株式会社加ト吉(E00470)

半期報告書

 76/138



 

EDINET提出書類

株式会社加ト吉(E00470)

半期報告書

 77/138



(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間(平成19年４月１日～平成19年９月30日)

 

 
食品事業
(百万円)

サービス事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社(百万円)

連結
(百万円)

売上高      

(1) 外部顧客に
対する売上高

95,862 8,558 104,420 ― 104,420

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

356 176 532 (532) ―

計 96,218 8,735 104,953 (532) 104,420

　　　営業費用 94,483 8,609 103,092 (499) 102,593

　　　営業利益 1,734 125 1,860 (32) 1,827

(注) １　事業区分は、連結会社の事業活動における業務の種類・性質の関連性及び特性を勘案して区分しており

ます。

２　各事業の主要な製品等

 

事業区分 主要な製品等

食品事業

冷凍食品……調理冷凍食品、冷凍野菜
冷凍水産品……エビ、魚類
常温食品等……無菌パック米飯、米、弁当
運送……冷凍食品等の運送
倉庫……冷凍食品等の保管

サービス事業

ホテル
外食産業……レストラン、居酒屋
不動産業等……不動産賃貸
金融業……有価証券運用
リース・レンタル業……製造機械、OA機器

 

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(58百万円)の主なものは、当社の管理

部門に係る費用であります。

４　会計方針の変更

　　(重要な減価償却資産の減価償却の方法)

　　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の(会計方針の変更)」に記載のとおり、当社及

び国内連結子会社の一部は法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年４月１日以降取

得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

　　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、食品事業では営業費用が６百万円増加し、営業利益は

同額減少しております。また、サービス事業では営業費用が２百万円増加し、営業利益は同額減少して

おります。

　　(帳合取引の会計処理方法)

　　「会計方針の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間から帳合取引の会計処理につきまして、売上高

と仕入高を両建する「総額表示」から、売上高と仕入高を相殺する「純額表示」へ変更しております。

　　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、食品事業の売上高と営業費用がそれぞれ10,567百万円

少なく計上されております。
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当中間連結会計期間(平成20年４月１日～平成20年９月30日)

 

 
食品事業
(百万円)

サービス事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社(百万円)

連結
(百万円)

売上高      

(1) 外部顧客に
対する売上高

86,492 10,312 96,804 ― 96,804

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

166 159 325 (325) ―

計 86,658 10,472 97,130 (325) 96,804

　　　営業費用 86,385 10,605 96,990 (229) 96,761

　　　営業利益又は
　　　営業損失(△)

272 △133 139 (96) 43

(注) １　事業区分は、連結会社の事業活動における業務の種類・性質の関連性及び特性を勘案して区分しており

ます。

２　各事業の主要な製品等

 

事業区分 主要な製品等

食品事業

冷凍食品……調理冷凍食品、冷凍野菜
冷凍水産品……エビ、魚類
常温食品等……無菌パック米飯、米、弁当
運送……冷凍食品等の運送
倉庫……冷凍食品等の保管

サービス事業

ホテル
外食産業……レストラン、居酒屋
不動産業等……不動産賃貸
金融業……有価証券運用
リース・レンタル業……製造機械、OA機器

 

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(120百万円)の主なものは、当社の管理

部門に係る費用であります。

４　会計方針の変更

　　(重要な資産の評価基準及び評価方法)

　　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の(会計方針の変更)」に記載のとおり、当中間

連結会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員

会　企業会計基準第９号)を適用しております。この結果、従来の方法によった場合に比べ、食品事業で

営業費用が367百万円増加し、営業利益は同額減少しております。

　　(重要な減価償却資産の減価償却の方法)

　　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の(会計方針の変更)」に記載のとおり、取得価

額が10万円以上20万円未満の資産について、当中間連結会計期間より３年均等償却から一括償却処理

に変更しております。

　　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、食品事業では営業費用が12百万円増加し、営業利益は

同額減少しております。また、サービス事業では営業費用が６百万円増加し、営業損失は同額増加して

おります。
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前連結会計年度(平成19年４月１日～平成20年３月31日)

 

 
食品事業
(百万円)

サービス事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社(百万円)

連結
(百万円)

売上高      

(1) 外部顧客に
対する売上高

185,958 17,337 203,296 ― 203,296

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

528 366 895 (895) ―

計 186,486 17,704 204,191 (895) 203,296

　　　営業費用 184,126 17,504 201,631 (814) 200,817

　　　営業利益 2,360 199 2,560 (81) 2,478

(注) １　事業区分は、連結会社の事業活動における業務の種類・性質の関連性及び特性を勘案して区分しており

ます。

２　各事業の主要な製品等

 

事業区分 主要な製品等

食品事業

冷凍食品……調理冷凍食品、冷凍野菜
冷凍水産品……エビ、魚類
常温食品等……無菌パック米飯、米、弁当
運送……冷凍食品等の運送
倉庫……冷凍食品等の保管

サービス事業

ホテル
外食産業……レストラン、居酒屋
不動産業等……不動産賃貸
金融業……有価証券運用
リース・レンタル業……製造機械、OA機器

 

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(129百万円)の主なものは、当社の管理

部門に係る費用であります。

４　会計処理の変更

　　(重要な減価償却資産の減価償却の方法)

　　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の(会計方針の変更)」に記載のとおり、当社及

び国内連結子会社は法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降取得したもの

については、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

　　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、食品事業では営業費用が26百万円増加し、営業利益は

同額減少しております。また、サービス事業では営業費用が９百万円増加し、営業利益は同額減少して

おります。

　　(帳合取引の会計処理方法)

　　「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から帳合取引の会計処理につきまして、売上高と仕

入高を両建する「総額表示」から、売上高と仕入高を相殺する「純額表示」へ変更しております。

　　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、食品事業の売上高と営業費用がそれぞれ16,466百万円

少なく計上されております。
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【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間(平成19年４月１日～平成19年９月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、その記載を省略し

ております。

当中間連結会計期間(平成20年４月１日～平成20年９月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、その記載を省略し

ております。

前連結会計年度(平成19年４月１日～平成20年３月31日)

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、その記載を省略し

ております。

 

【海外売上高】

前中間連結会計期間(平成19年４月１日～平成19年９月30日)

海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、その記載を省略しております。

当中間連結会計期間(平成20年４月１日～平成20年９月30日)

海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、その記載を省略しております。

前連結会計年度(平成19年４月１日～平成20年３月31日)

海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、その記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

 

前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 521円34銭１株当たり純資産額 2,364円28銭１株当たり純資産額 427円86銭

１株当たり中間純損失 63銭１株当たり中間純損失 400円31銭１株当たり当期純損失 80円80銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、中間純損

失であり、また潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、中間純損失

であり、また潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

　当社は、平成20年４月18日付で全

部取得条項付普通株式１株につき

Ａ種種類株式0.0000000988株の交

付を行っております。なお、当該交

付が前期首に行われたと仮定した

場合の前中間連結会計期間におけ

る１株当たり情報は、以下のとおり

となります。

１株当たり純資産額

5,276,720,647円77銭

１株当たり当期純利益

6,376,518円22銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、中間純損失

であり、また潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、当期純損

失であり、また潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

 

項目
前中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額
(百万円)

88,924 92,868 73,265

普通株式に係る純資産額(百万円) 84,474 89,908 69,311

差額の主な内訳(百万円)    

　少数株主持分 4,449 2,959 3,954

普通株式の発行済株式数(千株) 164,172 38,028 164,172

普通株式の自己株式数(千株) 2,138 ― 2,178

１株当たり純資産の算定に用いられた
普通株式の数(千株)

162,034 38,028 161,994

１株当たり純資産額については、普通株式に係る純資産額を、Ａ種種類株式数16株と普通株式数

38,028,000株の和で除して計算しております。

 

２　１株当たり中間(当期)純損失

 

項目
前中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

中間連結損益計算書上の
中間(当期)純損失(△)(百万円)

△101 △6,524 △13,091

普通株式に係る中間(当期)純損失(△)
(百万円)

△101 △6,524 △13,091

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 162,036 16,297 162,024

普通株式の期中平均株式数は当中間連結会計期間の期首でＡ種種類株式を交付したと仮定して計算し

ております。
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(重要な後発事象)

前中間連結会計期間(自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日)

１　当社は、平成19年11月22日開催の取締役会において、日本たばこ産業株式会社による下記内容の当

社株式の公開買付けについて、賛同の意を表明することを決議いたしました。

なお、当該公開買付期間については、平成19年12月26日をもって終了しております。

記

(1) 公開買付者の概要

 

①商号 日本たばこ産業株式会社

②事業内容 国内及び海外たばこ産業、医薬事業、食品事業並びにその他事業

③設立年月日 昭和60年４月１日

④本店所在地 東京都港区虎ノ門２―２―１

⑤代表者の役職・氏名 代表取締役社長　　木　村　　　宏

⑥資本金 1,000億円(平成19年３月31日現在)

⑦買付者と当社の関係
等

資本関係 公開買付者は、当社の発行済株式総数の5.02％を保有しております。

 人的関係 該当事項はありません。

 取引関係

公開買付者と当社とは、平成12年10月に資本業務提携契約を締結し
て以降、公開買付者から当社への冷凍食品商品の生産委託等の事業
上の取引がございます。
公開買付者と当社役員との取引については、該当事項はありません。

 
関連当事者へ
の該当状況

該当事項はありません。

 

(2) 公開買付けの概要

 

①買付けを行う株券 普通株式

②公開買付期間 平成19年11月28日(水曜日)から平成19年12月26日(水曜日)まで(20営業日)

③買付価格 １株につき、710円

④買付予定株式数 153,789,431株(発行済株式総数の93.68％)

⑤公開買付けによる所
有株式数の異動

買付け前所有株式数　　8,250,000株(所有比率 5.02％)
買付け後所有株式数　162,039,431株(所有比率98.70％)
　(注)　買付け後の所有株式数は、買付け予定株式総数153,789,431株を買付けた場合

の株式数であります。

⑥公開買付開始公告日 平成19年11月28日(水曜日)

⑦公開買付代理人 野村証券株式会社　東京都中央区日本橋一丁目９番１号
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(3) 公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由

①　本公開買付けに関する意見の内容

当社は、平成19年11月22日開催の取締役会において、公開買付者による当社普通株式の公開

買付け(以下「本公開買付け」といいます。)について賛同の意を表明することを決議いたしま

した。

この取締役会の決議は、審議及び決議に参加した当社取締役４名(うち社外取締役３名を含

む。)全員が賛成して行われました。また、当社監査役５名全員(うち社外監査役４名を含む。)

は、上記取締役会に出席し、取締役会が本公開買付けに賛同する旨を決議することにつき異議

はない旨の意見を述べています。なお、本公開買付けへの賛同決議については、当該決議の公正

性の可及的確保の観点から、公開買付者の出身者である当社代表取締役金森哲治及び取締役専

務執行役員小林一夫は、上記取締役会のうち本公開買付けへの賛同に関する議案の審議及び決

議に参加しておりません。

 

②　本公開買付けに関する意見の根拠及び理由

当社は、公開買付者及び日清食品株式会社(以下「日清食品」といいます。)との間で、公開買

付者の冷凍食品事業と日清食品の冷凍食品事業を当社に移管し、三社における冷凍食品事業を

統合すること(以下「本件統合」といいます。)について、平成19年11月22日、合意に至りまし

た。

本件統合によって、売上高約2,600億円(三社の平成18年度実績ベース合算値)にのぼる名実

とも日本最大級の冷凍食品事業を有する食品企業が誕生します。本件統合後の当社は、三社そ

れぞれの強みを活かした早期のシナジー実現を図るとともに国内における強固な事業体を形

成し、グローバル食品メーカーへの飛躍を目指して更なる成長戦略を実現してまいります。

昨今の国内食品市場では、少子高齢化に伴う社会構造の変化、原料価格の高騰や食の安全・

安心への関心の高まりなどから、その事業環境は大きく変化しています。このような中、当社、

公開買付者及び日清食品は、冷凍食品事業の統合を通じて各社の企業価値及び株主価値をさら

に増大させることを目的に、三社間で意見交換を進めてまいりました。

本件統合により、当社の豊富な原料調達力や競争力の高い製造・販売基盤、公開買付者の高

付加価値を生み出す研究開発力や時代を捉えた商品開発力、日清食品の麺類を中心に差別化さ

れた高付加価値製品を生み出すブランディング力、商品開発力並びに徹底した品質管理体制な

ど、各社におけるそれぞれの強みをベースとした経営資源の相互補完効果が得られることにな

ります。加えて、商品開発力や営業力の強化など、三社が有する経営資源を最大限に活用するこ

とにより、本件統合は相乗効果を期待しうる理想的な原料調達から販売にいたるまでのバ

リューチェーン構成を可能とし、事業価値の更なる拡大を実現することができます。

本件統合によって、公開買付者及び日清食品が、イコール・パートナーとして、二社各々が

培ってきた強みを当社に統合することで、日本最大級となる冷凍食品企業が誕生し、麺類、フラ

イ類、スナック、畜肉商材、中華商材、デザート、米飯類等の冷凍食品事業を支える多彩なカテゴ

リーを有する冷凍食品業界のリーダーとしての基盤を確固たるものとします。将来において

も、その自律的成長はもとより、事業の飛躍的拡大に向けた投資や、国内食品メーカー再編の核

として積極的なアライアンスを推進し、グローバル食品メーカーを目指していきます。

本件統合については、今後、三社間において、本公開買付けの成立後速やかに「統合委員会」

を設置し、冷凍食品事業における統合の円滑な推進を図るとともに、統合効果が早期に最大化

することを目的に、当社への事業移管後の再編又は統合も含め、具体的な取組方針・方法につ

いて検討を進めてまいります。
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以上の考え方に基づき、当社は、公開買付者及び日清食品との間で、本件統合について協議・

検討を重ね、その結果、本公開買付け(及び必要に応じて行われる予定の、下記④記載の全部取

得条項付種類株式を用いた完全子会社化の手続)により、公開買付者が当社の発行済株式数の

100％に相当する当社株式を取得し当社の完全親会社となった上、公開買付者が当社株式のう

ち49％を日清食品に譲渡した後、両者の冷凍食品事業を当社に移管することが、当社、公開買付

者及び日清食品の事業価値最大化に資するとの基本的了解に至り、平成19年11月22日付で三社

の間で「資本業務提携に関する基本契約書」を締結いたしました。

本公開買付けは、本件統合の一環として、同契約に基づき実施されるものであり、当社は、本

公開買付けが当社の事業価値最大化のために必要なものと判断いたしました。

なお、下記④「本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」及

び⑤「上場廃止に関する見込み」に記載しましたように、公開買付者は、本公開買付け後、最終

的に当社株式の100％を保有することを企図しており、また、当社普通株式に係る株券は上場廃

止となる見込みです。昨今の国内食品市場での事業環境の激変に適時かつ適切に対応するため

には、意思決定の更なる迅速化、事業の抜本的な見直しや大規模な設備投資の実行、あるいはア

ライアンスの遂行などが必要とされていますが、これらの施策は、短期的には当社の期間損益

に大きな変動をもたらしたり、あるいは、当社の経営・財務状況に対して重大なリスクをもた

らすことも考えられます。このような施策を長期的な視野に立って適時かつ適切に実施してい

くためには、当社の全議決権を公開買付者と日清食品に委ねた上で、本件統合を推進すること

が最善と判断いたしました。本公開買付けは、現金を対価とするものであり、その代替措置につ

いては特段の検討は行っておりませんが、下記③「買付価格の公正性を担保するための措置及

び利益相反を回避する措置の内容」に記載しましたとおり、本公開買付けの算定価格は本公開

買付けに応募される当社の株主にとって公正な価格であり、当社株主に対しても適切な株式売

却の機会を提供するものであると判断し、賛同することといたしました。

 

③　買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避する措置の内容

下記の本公開買付けに関する意見表明に係る審議及び決議に参加した当社取締役４名(うち

社外取締役３名を含む。)は、本公開買付けにおける買付価格の公正性を担保するため、公開買

付者及び当社から独立した地位の財務アドバイザーであるメリルリンチ日本証券株式会社(以

下「メリルリンチ」といいます。)より、本公開買付けにおける当社普通株式の買付価格が当社

普通株式の株主(公開買付者及び公開買付者の関係会社を除く。)にとって財務的見地から公正

である旨の意見書を受領しております(なお、かかる意見書には一般通例的な前提条件が付さ

れております。)。メリルリンチは当社の財務アドバイザーであり、かかるサービスに対し、当社

から手数料を受領し、かかる手数料の一部は本公開買付けの成立に伴い発生します。更に、本公

開買付けが成立しました場合、メリルリンチは当社に対し、上記公開買付者の完全親会社化及

び本件統合についてもアドバイスを行う予定です。

また、当社取締役会は、上記意見書ならびにリーガルアドバイザーである西村あさひ法律事

務所による法的リスクの分析及びその内容も参考にしながら、本公開買付けの諸条件について

慎重に検討した結果、平成19年11月22日開催の取締役会において、審議及び決議に参加した当

社取締役４名(うち社外取締役３名を含む。)全員一致で、本公開買付けに賛同する旨を決議し

ています。また、当社監査役５名全員(うち社外監査役４名を含む。)は、上記取締役会に出席し、

取締役会が本公開買付けに賛同する旨を決議することにつき異議はない旨の意見を述べてい

ます。
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なお、本公開買付けの買付価格は、平成19年８月20日から平成19年11月19日までの３ヶ月間

の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の単純平均値537円(小数点以下四捨

五入)に対して約32.2％のプレミアムを加えた額となります。

 

④　本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)

公開買付者は、本公開買付け後、最終的に当社株式の100％を保有することを企図しており、

本公開買付けにおいて公開買付者が保有する当社株式及び当社の自己株式を除く全株式を取

得できなかった場合には、以下に述べる方法により、当社を完全子会社化することを予定して

おります。

具体的には、本公開買付けが成立した後に、公開買付者は、(ⅰ)当社において普通株式とは別

の種類の株式を発行できる旨の定款変更を行うことにより、当社を会社法の規定する種類株式

発行会社とすること、(ⅱ)当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更

を行うこと、及び(ⅲ)当社の当該株式の全部取得と引き換えに別個の種類の当社株式を交付す

ること、以上(ⅰ)乃至(ⅲ)を付議議案に含む株主総会の開催を当社に要請する予定です。なお、

公開買付者は、本公開買付けが成立した場合には当社の総議決権の３分の２以上を保有するこ

とになる予定であり、上記の株主総会において上記各議案に賛成する予定です。

上記(ⅰ)乃至(ⅲ)の各手続が実行された場合には、当社の発行する全ての普通株式は全部取

得条項が付された上で、全て当社に取得されることとなり、当社の株主には当該取得の対価と

して当社の別個の種類の当社株式が交付されることになりますが、交付されるべき当該当社株

式の数が１株に満たない端数となる株主に対しては、法令の手続に従い、当該端数の合計数(合

計した数に端数がある場合には当該端数は切り捨てられます。)に相当する当該当社株式を売

却すること等によって得られる金銭が交付されることになります。なお、当該端数の合計数に

相当する当該当社株式の売却の結果当該株主に交付される金銭の額については、特段の事情が

ない限り本公開買付けの買付価格を基準として算定する予定です。また、全部取得条項が付さ

れた株式の取得の対価として交付する当社株式の種類及び数は、本書提出日現在未定でありま

すが、当社が、公開買付者がその発行済株式の100％を保有する完全子会社となるよう、本公開

買付けに応募されなかった当社の株主に対し交付しなければならない当社株式の数が１株に

満たない端数となるよう決定する予定であります。上記(ⅱ)の普通株式に全部取得条項を付す

旨の定款変更を行うに際しては、(a)少数株主の権利保護を目的として会社法第116条及び第

117条その他の関係法令の定めに従って、株主はその有する株式の買取請求を行うことができ

る権利を有しており、また、(b)同様の趣旨に基づき、全部取得条項が付された株式の全部取得

が株主総会において決議された場合には、会社法第172条その他の関係法令の定めに従って、株

主は当該株式の取得の価格の決定の申し立てを行うことができます。これらの(a)又は(b)の方

法による１株当たりの買取価格及び取得価格は、最終的には裁判所が判断することになるた

め、本公開買付けの買付価格とは異なることがあり得ます。当社は、上場株式の取得と引き換え

に交付する別個の当社株式の上場申請を行わない予定です。
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また、上記方法については、本公開買付け後の公開買付者の株券所有割合、公開買付者以外の

当社株主の株式の保有状況又は関連法令についての当局の解釈等の状況等によっては、それと

同等の効果を有する他の方法を実施し、また実施に時間を要する可能性があります。ただし、そ

の場合でも、公開買付者以外の当社株主に対しては、最終的に金銭を交付する方法により完全

子会社化をすることを予定しております。この場合における当該当社株主に交付する金銭の額

についても、特段の事情がない限り本公開買付けの買付価格を基準として算定する予定です。

以上の場合における具体的な手続については、公開買付者と協議のうえ、決定次第、速やかに公

表します。

 

⑤　上場廃止に関する見込み

当社の普通株式は、本書提出日現在、株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所

(総称して、以下「本証券取引所」といいます。)に上場されておりますが、本公開買付けにおい

ては買付けを行う株券の数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、当社

株式は流動性等にかかる本証券取引所の株券上場廃止基準に従い、本公開買付けの成立をもっ

て、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。

また、本公開買付けの成立時点で、当該基準に該当しない場合でも、適用ある法令に従い、当

社が公開買付者の完全子会社となることが予定されておりますので、その場合には当社普通株

式に係る株券は上場廃止となります。

 

(4) 本公開買付けに係る結果

日本たばこ産業株式会社が平成19年11月28日より実施しておりました当社株式に対する公開

買付けが、平成19年12月26日をもって終了いたしました。これにより、平成20年１月８日(決済の

開始予定日)付で日本たばこ産業株式会社は、当社の親会社となる予定であります。

 

異動前後における日本たばこ産業株式会社の所有株式数及び所有割合

 

 議決権の数 所有株式数
総株主の議決権の数
に対する所有割合

株主順位

異動前
(平成19年11月28日)

82,500個 8,250,000株 5.09％ ４位

異動後 1,521,147個152,114,718株 93.88％ １位

(注)　上記の「異動前」の総株主の議決権の数に対する所有割合は、平成19年３月31日現在の総株主の議決権数

を基準に算出しております。

 

２　当社は平成19年５月25日付で、当社企業集団における中国事業の実行責任者であった当社前代表

取締役会長兼社長加藤義和氏(平成19年４月24日辞任)と、同氏を資産譲受人及び債務引受人とする

「資産譲渡契約」及び「債務引受契約」を締結致しておりましたが、平成19年９月27日付の同氏の

債務履行により、「債務引受契約」は消滅しております。
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３　ミートホープ㈱による損害問題

ミートホープ㈱は、平成19年８月２日付で破産手続開始決定を受けております。これにより当社

は破産債権届出書を提出しております。なお、食肉加工販売のミートホープ㈱による食肉偽装事件

に関して「北海道加ト吉が牛肉偽装行為に関与した事実はない。」旨の意見が外部調査委員会から

平成19年９月28日付で公表されております。

 

４　当社の関連会社である㈱アーバンフーズは、前連結会計年度において東京地方裁判所より破産手

続開始決定を受け、現在手続中であります。

 

５　当社の子会社である加ト吉水産㈱は、前連結会計年度において大阪の中堅商社である茶谷産業㈱

が同社に対して売買代金債権約33億円を有しているとして、また、みずほ銀行からは茶谷産業㈱か

ら譲り受けた同債権の一部約38億円に基づき、それぞれ訴訟を提起されております。

これに対して、加ト吉水産㈱は、上記売買代金債権の根拠となる売買契約に関する「売買契約

書」において使用されている同社の代表印、会社名・代表者名を表示するゴム印は、いずれも偽造

されたものであり、同売買契約は無効であるとして、被疑者不詳で訴訟提起しております。

 

当中間連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

１　当社は、当社水産事業本部が営む水産加工事業等については、当社が新設した株式会社オーシャン

ローズ(以下「オーシャンローズ」)へ当社の水産加工食品事業等を譲渡した上で、当社が所有する

オーシャンローズの全株式及び当社及び加ト吉水産株式会社が所有するグループ連結会社である

川万水産株式会社（以下「川万水産」）の全株式をグループ連結子会社である株式会社グリーン

フーズへ譲渡することを平成20年９月19日付で決議しておりましたが、当社水産事業及び川万水産

の損益状況が当初計画と比較して大幅に悪化している状況を踏まえ、三社間で協議のうえ、統合を

延期することを平成20年12月26日に決定いたしました。

　（新設子会社の概要）

①　商号 株式会社オーシャンローズ

②　設立年月日 平成20年10月31日

③　本店所在地 香川県観音寺市坂本町五丁目18番37号

④　代表社名 代表取締役　田内幹雄

⑤　資本金 300万円

⑥　事業内容 冷凍食品、菓子類、乳製品類、その他食料品の製造、加工及び販売、

農・水・畜産物の加工販売
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２　当社は、平成20年11月10日に、舟山港明食品有限公司、舟山加藤佳食品有限公司及びその株主であ

る浙江海氏実業集団有限公司から訴訟を提起されております。

　　浙江海氏実業集団有限公司(以下「原告１」)、舟山港明食品有限公司(以下「原告２」)及び舟山加

藤佳食品有限公司(以下「原告３」)は、当社が原告らとの間で合意したとする事項を履行しなかっ

たことにより、原告２及び原告３が営業を継続することが不能となったことに伴い損害が発生した

こと、並びに原告２及び原告３の親会社である原告１において、その出資持分相当の損害が発生し

たとして、当社に対しこれら損害額49,680百万円の賠償を請求する訴訟を提起したものでありま

す。

　　当社は、原告との間で原告が主張するような合意を行った事実はなく、原告の請求する損害賠償に

応じる理由は全くないと考えております。当社の正当性につきましては、今後の裁判において主張

してまいります。

 

３　当社の子会社である舟山谷林食品有限公司は、平成20年10月14日に、舟山港明食品有限公司及び舟

山加藤佳食品有限公司より、資産譲渡契約及び不動産賃貸契約に関して債務不履行があるとして、

中国国際経済貿易仲裁委員会に2,192百万円(違約金支払請求額192百万円を含む)の支払を求める

仲裁の申立を受けております。

　　また、当社及び子会社の株式会社グリーンフーズが当該債務について、連帯して債務を負うものと

して、仲裁の申立を受けております。

　　当該仲裁申立に係る債務不履行につきまして、舟山谷林食品有限公司は既に支払済であると考えて

おり、本件申立については今後適切に対応して参ります。
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前連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

１　当社の関係会社である㈱アーバンフーズは、前連結会計年度において東京地方裁判所より破産手続

開始決定を受け、現在係争中であります。

２　当社の子会社である加ト吉水産㈱は、前連結会計年度において大阪の中堅商社である茶谷産業㈱が

同社に対して売買代金債権約33億円を有しているとして、また、みずほ銀行からは茶谷産業㈱から

譲り受けた同債権の一部約38億円に基づき、それぞれ訴訟を提起されております。

　　これに対して、加ト吉水産㈱は、上記売買代金債権の根拠となる売買契約に関する「売買契約書」に

おいて使用されている同社の代表印、会社名・代表者名を表示するゴム印は、いずれも偽造された

ものであり、同売買契約は無効であるとして、被疑者不詳で訴訟提起しております。

３　当社は平成19年５月25日付で、当社企業集団における中国事業の実行責任者であった当社前代表取

締役会長兼社長加藤義和氏(平成19年４月24日辞任)と、同氏を資産譲受人及び債務引受人とする

「資産譲渡契約」及び「債務引受契約」を締結致しましたが、そのうち、平成20年３月31日付で

「当社が有する子会社舟山加藤佳食品有限公司(以下「加藤佳」)に対する出資金」、「当社が有す

る関係会社舟山港明食品有限公司(以下「港明」)に対する出資金」、「子会社加ト吉水産㈱が有す

る加藤佳に対する出資金」、「子会社加ト吉水産㈱他２社が有する港明に対する出資金」について

は、同氏の債務履行により消滅致しました。なお、平成20年３月31日現在で未履行の契約の概要は以

下のとおりであり、これらの支払期日(平成20年３月31日)を平成20年９月30日に変更する予定であ

ります。

　(1) 資産譲渡契約

　　①　譲渡資産及び譲渡価額(譲渡価額は、当社及び子会社の平成19年３月31日現在の帳簿価額によって

おります。)

当社が有する加藤佳に対する債権(貸付金) 59百万円

当社が有する加藤佳に対する債権(売掛金) 405

当社が有する港明に対する債権(貸付金) 800

子会社青島加藤吉食品有限公司が有する上海海氏実業

有限公司に対する債権(前渡金) 1,091

　　　　　　　　　合　　　計 2,355

　　②支払時期

　　　2008年９月30日

　(2) 別途、債務の履行をより確実にするために必要な保全措置を講じております。

４　ミートホープ㈱による損害問題

　　ミートホープ㈱は、平成19年８月２日付で破産手続開始決定を受けております。これにより当社は破

産債権届出書を提出しております。なお、食肉加工販売のミートホープ㈱による食肉偽装事件に関

して「北海道加ト吉が牛肉偽装行為に関与した事実はない。」旨の意見が外部調査委員会から平成

19年９月28日付で公表されております。

５　当社は、平成20年４月18日の全部取得条項付普通株式の全部取得及びＡ種種類株式交付の効力発生

日に、日本たばこ産業株式会社の完全子会社となるため、平成20年４月14日付けで上場廃止となり

ました。

６　当社は、当社水産事業本部が営む水産加工品事業及びグループ連結子会社である川万水産株式会社

が営む全事業を、同じくグループ連結子会社であり、水産事業を専業として営む株式会社グリーン

フーズに統合する方向で検討を開始することに合意致し、平成20年４月18日開催の取締役会におい

て基本合意書を締結することを決議いたしました。

７　当社は、親会社である日本たばこ産業株式会社の食品事業部及び調味料事業を当社へ統合すること

と致しました。本統合は平成20年７月１日を予定しており、業務プロセスの統合については平成20

年度中の完了を目処に進めて参ります。
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(2) 【その他】

①　中間連結会計期間終了後の状況

当社は平成19年５月25日付で、当社企業集団における中国事業の実行責任者であった当社前代表

取締役会長兼社長加藤義和氏(平成19年４月24日辞任)と、同氏を資産譲受人及び債務引受人とする

「資産譲渡契約」及び「債務引受契約」を締結致しました。

なお、平成20年９月30日現在で未履行の譲渡資産及び譲渡価額2,318百万円であります。

今後については同氏より担保として取得している株式を売却した後、被担保債権の弁済に充当す

るとともに、未履行の債務については上記契約に従い、同氏に履行を求める方針であります。

 

②　重要な訴訟事件等

当社の子会社である加ト吉水産㈱は、平成19年６月に、大阪の中堅商社である茶谷産業㈱が同社

に対して売買代金債権約33億円を有しているとして、また、みずほ銀行からは茶谷産業㈱から譲り

受けた同債権の一部約38億円に基づき、それぞれ訴訟を提起されております。

　　これに対して、加ト吉水産㈱は、上記売買代金債権の根拠となる売買契約に関する「売買契約書」

において使用されている同社の代表印、会社名・代表社名を表示するゴム印は、いずれも偽造され

たものであり、同売買契約は無効であるとして、被疑者不詳で訴訟提起しております。

　　現在これらについては引き続き係争中であります。
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２【中間財務諸表等】
(1)【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】

(単位：百万円)

前中間会計期間末
(平成19年９月30日)

当中間会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,056 ※2
 6,735

※2
 8,633

受取手形 ※7
 2,828 2,936 1,775

売掛金 29,787 25,835 22,322

たな卸資産 10,929 11,308 12,090

繰延税金資産 1,675 1,804 1,258

未収入金 3,928 4,892 6,857

短期貸付金 1,530 4,929 1,705

その他 1,381 1,172 286

貸倒引当金 △733 △588 △586

流動資産合計 58,384 59,027 54,343

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1
 6,533

※1
 7,141

※1
 6,289

土地 5,912 5,908 5,908

その他（純額） ※1
 5,146

※1
 5,949

※1
 5,473

有形固定資産合計 17,592 18,999 17,670

無形固定資産 57 428 61

投資その他の資産

投資有価証券 27,646 43,909 19,063

長期貸付金 31,255 26,775 23,300

破産更生債権等 20,769 26,338 28,063

繰延税金資産 9,905 12,057 11,824

再評価に係る繰延税金資産 470 472 472

その他 6,875 8,382 4,609

貸倒引当金 △21,343 △25,972 △27,692

投資その他の資産合計 75,579 91,964 59,640

固定資産合計 93,230 111,392 77,372

資産合計 151,614 170,419 131,715
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(単位：百万円)

前中間会計期間末
(平成19年９月30日)

当中間会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 ※7
 2,596 69 1,208

買掛金 22,208 20,299 18,816

短期借入金 8,400 21,600 17,600

1年内償還予定の社債 10,000 10,000 10,000

未払金 ※8
 6,793

※8
 7,289

※8
 6,945

未払法人税等 116 24 212

賞与引当金 547 463 476

役員賞与引当金 － － 20

その他 1,153 2,521 2,934

流動負債合計 51,815 62,266 58,214

固定負債

社債 10,000 － －

退職給付引当金 3,063 2,522 3,032

役員退職慰労引当金 － － 8

債務保証損失引当金 343 1,145 445

負ののれん － 9,591 －

その他 212 654 205

固定負債合計 13,618 13,913 3,691

負債合計 65,434 76,180 61,906

純資産の部

株主資本

資本金 34,002 47,502 34,002

資本剰余金

資本準備金 34,135 47,635 34,135

資本剰余金合計 34,135 47,635 34,135

利益剰余金

利益準備金 1,796 1,796 1,796

その他利益剰余金

特別償却準備金 7 － －

固定資産圧縮積立金 21 21 21

別途積立金 20,100 7,100 20,100

繰越利益剰余金 3,434 △2,783 △11,586

利益剰余金合計 25,361 6,135 10,332

自己株式 △1,734 － △1,762

株主資本合計 91,764 101,273 76,707

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △430 △1,786 △1,443

繰延ヘッジ損益 91 － △207

土地再評価差額金 △5,245 △5,247 △5,247

評価・換算差額等合計 △5,584 △7,033 △6,898

純資産合計 86,180 94,239 69,809

負債純資産合計 151,614 170,419 131,715
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②【中間損益計算書】
(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

売上高 78,851 68,661 148,603

売上原価 66,898 ※2
 56,954 125,855

売上総利益 11,953 11,707 22,747

販売費及び一般管理費 11,004 11,547 22,292

営業利益 949 160 454

営業外収益

受取利息 238 228 456

有価証券利息 14 15 30

受取配当金 145 197 233

負ののれん償却額 － 504 －

デリバティブ評価益 － 278 －

その他 761 424 1,159

営業外収益合計 1,160 1,649 1,879

営業外費用

支払利息 51 78 108

社債利息 100 49 186

貸倒引当金繰入額 192 19 434

デリバティブ評価損 247 － 1,727

その他 438 587 1,086

営業外費用合計 1,031 734 3,543

経常利益又は経常損失（△） 1,077 1,074 △1,209

特別利益

固定資産売却益 336 0 336

投資有価証券売却益 50 4 50

貸倒引当金戻入額 101 132 43

退職給付制度終了益 － 232 －

その他 15 20 53

特別利益合計 503 390 484

特別損失

前期損益修正損 74 － 81

固定資産処分損 188 17 302

投資有価証券売却損 26 41 169

投資有価証券評価損 61 364 6,389

関係会社出資金評価損 28 27 －

貸倒引当金繰入額 666 － 5,856

製品回収費用 319 － 437

役員退職慰労金 117 － －

外部調査委員会報酬 145 － －

事業再編損 － ※3
 3,913 －

その他 0 204 827

特別損失合計 1,629 4,567 14,065

税引前中間純損失（△） △48 △3,102 △14,790

法人税、住民税及び事業税 29 ※4
 △668 123

法人税等調整額 83 △532

法人税等合計 112 △668 △408

中間純損失（△） △160 △2,433 △14,381
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③【中間株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

前事業年度の要約
株主資本等変動計算書
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 34,002 34,002 34,002

当中間期変動額

新株の発行 － 13,499 －

当中間期変動額合計 － 13,499 －

当中間期末残高 34,002 47,502 34,002

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 34,135 34,135 34,135

当中間期変動額

新株の発行 － 13,499 －

当中間期変動額合計 － 13,499 －

当中間期末残高 34,135 47,635 34,135

資本剰余金合計

前期末残高 34,135 34,135 34,135

当中間期変動額

新株の発行 － 13,499 －

当中間期変動額合計 － 13,499 －

当中間期末残高 34,135 47,635 34,135

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 1,796 1,796 1,796

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 1,796 1,796 1,796

その他利益剰余金

特別償却準備金

前期末残高 7 － 7

当中間期変動額

特別償却準備金の取崩 － － △7

当中間期変動額合計 － － △7

当中間期末残高 7 － －

固定資産圧縮積立金

前期末残高 21 21 21

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 21 21 21

別途積立金

前期末残高 43,100 20,100 43,100

当中間期変動額

別途積立金の取崩 △23,000 △13,000 △23,000

当中間期変動額合計 △23,000 △13,000 △23,000

当中間期末残高 20,100 7,100 20,100
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(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

前事業年度の要約
株主資本等変動計算書
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

繰越利益剰余金

前期末残高 △18,594 △11,586 △18,594

当中間期変動額

剰余金の配当 △810 － △1,620

中間純損失（△） △160 △2,433 △14,381

特別償却準備金の取崩 － － 7

土地再評価差額金の取崩 － － 2

別途積立金の取崩 23,000 13,000 23,000

自己株式の消却 － △1,763 －

当中間期変動額合計 22,029 8,802 7,008

当中間期末残高 3,434 △2,783 △11,586

利益剰余金合計

前期末残高 26,331 10,332 26,331

当中間期変動額

剰余金の配当 △810 － △1,620

中間純損失（△） △160 △2,433 △14,381

特別償却準備金の取崩 － － －

土地再評価差額金の取崩 － － 2

別途積立金の取崩 － － －

自己株式の消却 － △1,763 －

当中間期変動額合計 △970 △4,197 △15,999

当中間期末残高 25,361 6,135 10,332

自己株式

前期末残高 △1,731 △1,762 △1,731

当中間期変動額

自己株式の取得 △3 △0 △31

自己株式の消却 － 1,763 －

当中間期変動額合計 △3 1,762 △31

当中間期末残高 △1,734 － △1,762

株主資本合計

前期末残高 92,738 76,707 92,738

当中間期変動額

新株の発行 － 26,999 －

剰余金の配当 △810 － △1,620

中間純損失（△） △160 △2,433 △14,381

土地再評価差額金の取崩 － － 2

自己株式の取得 △3 △0 △31

自己株式の消却 － － －

当中間期変動額合計 △973 24,565 △16,030

当中間期末残高 91,764 101,273 76,707
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(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

前事業年度の要約
株主資本等変動計算書
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △531 △1,443 △531

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 101 △343 △911

当中間期変動額合計 101 △343 △911

当中間期末残高 △430 △1,786 △1,443

繰延ヘッジ損益

前期末残高 33 △207 33

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 58 207 △240

当中間期変動額合計 58 207 △240

当中間期末残高 91 － △207

土地再評価差額金

前期末残高 △5,245 △5,247 △5,245

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） － － △2

当中間期変動額合計 － － △2

当中間期末残高 △5,245 △5,247 △5,247

評価・換算差額等合計

前期末残高 △5,743 △6,898 △5,743

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 159 △135 △1,154

当中間期変動額合計 159 △135 △1,154

当中間期末残高 △5,584 △7,033 △6,898

純資産合計

前期末残高 86,994 69,809 86,994

当中間期変動額

新株の発行 － 26,999 －

剰余金の配当 △810 － △1,620

中間純損失（△） △160 △2,433 △14,381

土地再評価差額金の取崩 － － 2

自己株式の取得 △3 △0 △31

自己株式の消却 － － －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 159 △135 △1,154

当中間期変動額合計 △813 24,429 △17,184

当中間期末残高 86,180 94,239 69,809
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【中間財務諸表作成の基本となる重要な事項】

 

項目
前中間会計期間

(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券

　①　子会社株式及び関連

会社株式

　　　移動平均法による原価

法

(1) 有価証券

　①　子会社株式及び関連

会社株式

同左

(1) 有価証券

　①　子会社株式及び関連

会社株式

同左

 　②　その他有価証券

　　時価のあるもの

　　　中間決算末日の市場価

格等に基づく時価

法(評価差額は、全

部純資産直入法に

より処理し、売却原

価は、移動平均法に

より算定)

　②　その他有価証券

　　　時価のあるもの

同左

　②　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　　決算期末日の市場価格

等に基づく時価法

(評価差額は全部純

資産直入法により

処理し、売却原価

は、移動平均法によ

り算定)

 　　時価のないもの

　　　移動平均法による原価

法

　　　時価のないもの

同左

　　　時価のないもの

同左

 (2) デリバティブ

　　　時価法

(2) デリバティブ

同左

(2) デリバティブ

同左

 (3) たな卸資産

製品・商品(水産品を

除く)・原材料及び仕

掛品

　　　総平均法による原価法

　　商品(水産品)

　　　個別法による原価法

　　貯蔵品

　　　最終仕入原価法

 

 

 

―――

(3) たな卸資産

評価基準は原価法(収

益性の低下による簿

価切下げの方法)に

よっております。

製品・商品(水産品を

除く)・原材料及び仕

掛品

　　　総平均法

　　商品(水産品)

　　　個別法

　　貯蔵品

　　　最終仕入原価法

　　(会計方針の変更)

当中間会計期間から

平成18年７月５日公

表の「棚卸資産の評

価に関する会計基

準」(企業会計基準委

員会　企業会計基準第

９号)を適用しており

ます。

この結果、従来の方法

によった場合に比べ

て、売上総利益、営業

利益及び経常利益が

312百万円減少し、税

引前中間純損失が312

百万円増加しており

ます。

(3) たな卸資産

製品・商品(水産品を

除く)・原材料及び仕

掛品

　　　総平均法による原価法

　　商品(水産品)

　　　個別法による原価法

　　貯蔵品

　　　最終仕入原価法

 

 

 

―――
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項目
前中間会計期間

(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

２　固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

建物(建物附属設備は

除く)

ａ　平成10年３月31日

以前に取得した

もの

　　旧定率法を採用し

ております。ただ

し、当社の事務所

用資産(本社社屋

及びカトキチ築

地ビル)について

は、旧定額法を採

用しております。

ｂ　平成10年４月１日

から平成19年３

月31日までに取

得したもの

　　旧定額法を採用し

ております。

(1) 有形固定資産

建物(建物附属設備は

除く)

ａ　平成10年３月31日

以前に取得した

もの

　　旧定率法を採用し

ております。ただ

し、当社の事務所

用資産(本社社屋

及びカトキチ築

地ビル)について

は、旧定額法を採

用しております。

ｂ　平成10年４月１日

から平成19年３

月31日までに取

得したもの

　　旧定額法を採用し

ております。

(1) 有形固定資産

建物(建物附属設備は

除く)

ａ　平成10年３月31日

以前に取得した

もの

　　旧定率法を採用し

ております。ただ

し、当社の事務所

用資産(本社社屋

及びカトキチ築

地ビル)について

は、旧定額法を採

用しております。

ｂ　平成10年４月１日

から平成19年３

月31日までに取

得したもの

　　旧定額法を採用し

ております。

 ｃ　平成19年４月１日

以降に取得した

もの

　　定額法を採用して

おります。

建物以外

ａ　平成19年３月31日

以前に取得した

もの

　　旧定率法を採用し

ております。

ｂ　平成19年４月１日

以降に取得した

もの

　　定率法を採用して

おります。

　　なお、主な耐用年数

は以下のとおり

であります。

　　建物及び構築物

３～60年

　　機械装置及び車両

運搬具

４～17年

　　また、取得価額が10

万円以上20万円

未満の資産につ

いては、３年均等

償却を採用して

おります。

ｃ　平成19年４月１日

以降に取得した

もの

　　定額法を採用して

おります。

建物以外

ａ　平成19年３月31日

以前に取得した

もの

　　旧定率法を採用し

ております。

ｂ　平成19年４月１日

以降に取得した

もの

　　定率法を採用して

おります。

　　なお、主な耐用年数

は以下のとおり

であります。

　　建物及び構築物

２～60年

　　機械装置及び車両

運搬具

２～15年

 

ｃ　平成19年４月１日

以降に取得した

もの

　　定額法を採用して

おります。

建物以外

ａ　平成19年３月31日

以前に取得した

もの

　　旧定率法を採用し

ております。

ｂ　平成19年４月１日

以降に取得した

もの

　　定率法を採用して

おります。

　　なお、主な耐用年数

は以下のとおり

であります。

　　建物及び構築物

３～60年

　　機械装置及び車両

運搬具

４～17年

　　また、取得価額が10

万円以上20万円

未満の資産につ

いては、３年均等

償却を採用して

おります。
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項目
前中間会計期間

(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

 (会計方針の変更)

　法人税法の改正((所得税

法等の一部を改正する

法律　平成19年３月30日

　法律第６号)及び(法人

税法施行令の一部を改

正する政令　平成19年３

月30日　政令第83号))に

伴い、平成19年４月１日

以降に取得したものに

ついては、改正後の法人

税法に基づく方法に変

更しております。

　これに伴い、前中間会計

期間と同一の方法に

よった場合と比べ、売上

総利益が４百万円、営業

利益、経常利益がそれぞ

れ５百万円減少し、税引

前中間純損失及び中間

純損失がそれぞれ５百

万円増加しております。

(会計方針の変更)

　取得価額が10万円以上20

万円未満の資産につい

て、３年均等償却してお

りましたが、当社の親会

社となった日本たばこ

産業株式会社と会計処

理基準を統一するため、

当中間会計期間より一

括償却処理に変更して

おります。

　これに伴い、前中間会計

期間と同一の方法に

よった場合と比べ、売上

総利益が０百万円、営業

利益が６百万円、経常利

益が６百万円それぞれ

減少し、税引前中間純損

失が48百万円増加して

おります。

(会計処理の変更)

　法人税法の改正((所得税

法等の一部を改正する

法律　平成19年３月30日

　法律第６号)及び(法人

税法施行令の一部を改

正する政令　平成19年３

月30日　政令第83号))に

伴い、当事業年度から、

平成19年４月１日以降

に取得したものについ

ては、改正後の法人税法

に基づく方法に変更し

ております。

　これに伴い、前事業年度

と同一の方法によった

場合と比べ、売上総利益

が15百万円、営業利益が

20百万円それぞれ減少

し、経常損失、税引前当

期純損失、当期純損失が

それぞれ20百万円増加

しております。

 (追加情報)

　なお、平成19年３月31日

以前に取得したものに

ついては、償却可能限度

額まで償却が終了した

翌年から５年間で均等

償却する方法によって

おります。

　これに伴い、前中間会計

期間と同一の方法に

よった場合と比べ、売上

総利益が47百万円、営業

利益が54百万円、経常利

益が56百万円それぞれ

減少し、税引前中間純損

失及び中間純損失がそ

れぞれ56百万円増加し

ております。

(追加情報)

　法人税法の改正(所得税

法等の一部を改正する

法律　平成20年４月30日

　法律第23号)に伴い、法

定耐用年数及び資産区

分が見直されました。こ

れにより、機械装置及び

車両運搬具については、

従来耐用年数を４～17

年としておりましたが、

当中間会計期間より２

～15年に変更しており

ます。

　これに伴い、前中間会計

期間と同一の方法に

よった場合と比べ、売上

総利益が40百万円、営業

利益が41百万円、経常利

益が41百万円それぞれ

増加し、税引前中間純損

失が41百万円減少して

おります。

(追加情報)

　当事業年度から、平成19

年３月31日以前に取得

したものについては、償

却可能限度額まで償却

が終了した翌年から５

年間で均等償却する方

法によっております。

　これに伴い、前事業年度

と同一の方法によった

場合と比べ、売上総利益

が93百万円、営業利益が

105百万円それぞれ減少

し、経常損失、税引前当

期純損失、当期純損失が

それぞれ109百万円増加

しております。
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項目
前中間会計期間

(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

 (2) 無形固定資産

　　自社利用のソフトウェ

アについては、社内にお

ける利用可能期間(５

年)に基づく定額法を採

用しております。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

 (3) 長期前払費用

　　均等償却によっており

ます。

(3) 長期前払費用

同左

(3) 長期前払費用

同左

３　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　　債権の貸倒損失の発生

に備えるため、一般債権

については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については

個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を

計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

 (2) 賞与引当金

　　従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てる

ため、支給見込額に基づ

き計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

同左

 (3) 　　 ――― (3) 　　 ―――

 

(3) 役員賞与引当金

　　役員の賞与の支出に備

えるため、支給見込額に

基づき計上しておりま

す。

 (4) 退職給付引当金

　　従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務

及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期

間末において発生して

いると認められる額を

計上しております。

　　なお、数理計算上の差異

は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(５年)

による定率法により、そ

れぞれ発生の翌事業年

度から費用処理してお

ります。

(4) 退職給付引当金

　　従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務

及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期

間末において発生して

いると認められる額を

計上しております。

　　なお、数理計算上の差異

は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(５年)

による定率法により、そ

れぞれ発生の翌事業年

度から費用処理してお

ります。

(4) 退職給付引当金

　　従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務

及び年金資産の見込額

に基づき、計上しており

ます。

　　数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の

一定の年数(５年)によ

る定率法により、それぞ

れ発生の翌事業年度か

ら費用処理しておりま

す。
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  (追加情報)

確定拠出年金法の施行に

伴い、平成20年５月に適格

退職年金制度の一部につ

いて確定拠出年金制度へ

移行し、「退職給付制度間

の移行等に関する会計処

理」(企業会計基準適用指

針第１号)を適用しており

ます。

本移行に伴う影響額は、特

別利益として232百万円計

上されております。
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項目
前中間会計期間

(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

 (5) 　　 ――― (5) 　　 ―――

 

(5) 役員退職慰労引当金

　　役員の退職慰労金に備

えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上し

ております。

 ――― ――― (会計処理の変更)

「租税特別措置法上の準

備金及び特別法上の引当

金又は準備金並びに役員

退職慰労引当金等に関す

る監査上の取扱い」(日本

公認会計士協会監査・保

証実務委員会報告第42号)

の改正に伴い、従来、支給

時に費用として処理して

おりました役員退職慰労

金は、当事業年度から、当

該事業年度末における要

支給見込額を役員退職慰

労引当金として計上して

おります。これにより、従

来の方法に比べ、税引前当

期純損失は８百万円多く

計上されております。

なお、当該会計処理の変更

を当下期より行うのは、

「役員退職慰労金規定」

の見直しが当下期に行わ

れたことによるものであ

ります。

従って、当事業年度の中間

事業期間における会計処

理は、従来の方法によって

おり、変更後の方法によっ

た場合に比べ、税引前中間

純損失は３百万円少なく

計上されております。
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項目
前中間会計期間

(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

 ――― (追加情報)

役員退職慰労金について

は、従来、内規に基づき(中

間)期末要支給額を役員退

職慰労引当金として計上

しておりましたが、平成20

年６月20日開催の株主総

会において役員退職慰労

金制度を廃止し、同日開催

の取締役会において当該

廃止日までの在任期間に

対応する役員退職慰労金

を各役員の退任時に支給

することを決議しており

ます。それに伴い、役員退

職慰労金制度廃止までの

期間に対応する未払役員

退職慰労金相当額８百万

円を固定負債「その他」

に含めて表示しておりま

す。

―――

 (6) 債務保証損失引当金

　　債務保証に係る損失に

備えるため、被保証先の

財政状態等について今

後の見通しを勘案し、損

失負担見込額を計上し

ております。

(6) 債務保証損失引当金

同左

(6) 債務保証損失引当金

同左

４　リース取引の処理

方法

　リース物件の所有権が借

主に移転すると認められ

るもの以外のファイナン

ス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理

によっております。

同左 同左
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項目
前中間会計期間

(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

５　ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

　　繰延ヘッジ処理を採用

しております。

　　為替予約については振

当処理の要件を満たし

ている場合には振当処

理を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方法

　　為替予約について振当

処理の要件を満たして

いる場合には振当処理

を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方法

　　繰延ヘッジ処理を採用

しております。

　　為替予約については振

当処理の要件を満たし

ている場合には振当処

理を採用しております。

 (2) ヘッジ手段とヘッジ

対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約
外貨建予定
取引

通貨スワッ
プ

〃

(2) ヘッジ手段とヘッジ

対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約
外貨建予定
取引

(2) ヘッジ手段とヘッジ

対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約
外貨建予定
取引

通貨スワッ
プ

〃

 (3) ヘッジ方針

　　目的、限度額、方針等を

定めた社内規定に従い、

資金担当部門にて行っ

ております。

　　通常の外貨建営業取引

に係る輸入実績等を踏

まえ、将来の為替相場の

変動による外貨建の売

掛金及び買掛金の為替

変動リスクをヘッジす

る目的で為替予約及び

長期の通貨スワップ取

引を利用しております。

(3) ヘッジ方針

　　目的、限度額、方針等を

定めた社内規定に従い、

資金担当部門にて行っ

ております。

　　通常の外貨建営業取引

に係る輸入実績等を踏

まえ、将来の為替相場の

変動による外貨建の売

掛金及び買掛金の為替

変動リスクをヘッジす

る目的で為替予約を利

用しております。

(3) ヘッジ方針

　　目的、限度額、方針等を

定めた社内規定に従い、

資金担当部門にて行っ

ております。

　　通常の外貨建営業取引

に係る輸入実績等を踏

まえ、将来の為替相場の

変動による外貨建の売

掛金及び買掛金の為替

変動リスクをヘッジす

る目的で為替予約及び

長期の通貨スワップ取

引を利用しております。
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 (4) ヘッジ有効性評価の

方法

　　ヘッジ対象のキャッ

シュ・フロー変動の累

計又は相場変動とヘッ

ジ手段のキャッシュ・

フロー変動の累計又は

相場変動を半期ごとに

比較し、両者の変動額等

を基礎にしてヘッジの

有効性を評価しており

ます。

　　なお、為替予約について

は締結時のリスク管理

方針に従って、米貨建に

よる同一金額で同一期

日の為替予約をそれぞ

れ振当てているため、そ

の後の為替の変動によ

る相関関係は完全に確

保されているので、決算

日における有効性の評

価を省略しております。

(4) ヘッジ有効性評価の

方法

同左

(4) ヘッジ有効性評価の

方法

同左

 

EDINET提出書類

株式会社加ト吉(E00470)

半期報告書

108/138



 

項目
前中間会計期間

(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

  (追加情報)

デリバティブ取引につい

ては、長期生産性計画の合

理的な予測面等を勘案し

て、期間１年以内をヘッジ

対象とし、１年超の部分の

評価損益はデリバティブ

評価損として損益に計上

しておりましたが、当中間

会計期間に入り輸入取引

が減少していることから、

１年内の通貨スワップ取

引について、ヘッジ会計の

要件を満たすことが難し

くなってきたため、その全

部を時価評価し、評価損益

の全額を損益に計上する

ことに変更しております。

なお、従来と同一の方法に

よった場合と比較し、経常

利益が209百万円減少し、

税引前中間純損失は、209

百万円増加しております。

 

６　その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項

①　消費税等の処理方法

　　税抜方式によっており

ます。なお、「仮払消費

税等」及び「仮受消費

税等」は相殺のうえ、流

動負債の「その他」に

含めて表示しておりま

す。

①　消費税等の処理方法

同左

①　消費税等の処理方法

　　税抜方式によっており

ます。

 ②　税効果会計

　　当中間会計期間に係る

納付税額及び法人税等

調整額は、当期において

予定している特別償却

準備金の取崩しを前提

として、当中間会計期間

に係る金額を計算して

おります。

――― ―――
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【会計方針の変更】

 

前中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(帳合取引の会計処理方法)

　当中間会計期間より帳合取引の会

計処理につきまして、売上高と仕入

高を両建する「総額表示」から、売

上高と仕入高を相殺する「純額表

示」へ変更しております。

　この変更は、帳合取引の会計処理

の透明性をより確保し、相殺処理を

行う方が経営成績をより適格に表

示することができるとの目的で

行ったものであります。この変更に

より、従来の方法によった場合に比

べ、売上高と売上原価がそれぞれ

10,489百万円少なく計上されてお

ります。なお、この変更による売上

総利益、営業利益、経常利益及び中

間純利益への影響はありません。

――― (帳合取引の会計処理方法)

　当事業年度より帳合取引の会計処

理につきまして、売上高と仕入高を

両建する「総額表示」から、売上高

と仕入高を相殺する「純額表示」

へ変更しております。

　この変更は、帳合取引の会計処理

の透明性をより確保し、相殺処理を

行う方が経営成績をより的確に表

示することができるとの目的で

行ったものであります。この変更に

より、従来の方法によった場合に比

べ、売上高と売上原価がそれぞれ

16,247百万円少なく計上されてお

ります。なお、この変更による売上

総利益、営業利益、経常損失及び当

期純損失への影響はありません。
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【注記事項】

(中間貸借対照表関係)

 

前中間会計期間末
(平成19年９月30日)

当中間会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産減価償却累計額
29,387百万円

※１　有形固定資産減価償却累計
額

29,747百万円

※１　有形固定資産減価償却累計額
29,092百万円

――― ※２　担保に供している資産
定期預金 1,100百万円

　　　上記資産について、子会社の１
年以内返済予定長期借入金
1,106百万円の担保に供し
ております。

※２　担保に供している資産
定期預金 1,100百万円

　　　上記資産について、子会社の１
年以内返済予定長期借入金
1,116百万円の担保に供して
おります。

――― 　３　コミットメントライン契約
　　　当社は株式会社あおぞら銀行

他10金融機関とコミットメ
ントライン契約を締結して
おります。これらの契約に
基づく当中間会計期間末の
借入未実行残高は次のとお
りであります。

貸出コミット
メントの総額

20,000百万円

借入実行残高 9,000百万円

差引額 11,000百万円

　３　コミットメントライン契約
　　　当社は株式会社あおぞら銀行他

10金融機関とコミットメン
トライン契約を締結してお
ります。これらの契約に基づ
く当事業年度末の借入未実
行残高は次のとおりであり
ます。

貸出コミット
メントの総額

20,000百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 15,000百万円
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　４　偶発債務
　　　関係会社等の銀行借入金及び取

引先の債務に対して保証を
行っております。

青島加藤吉
食品有限公司

180百万円
1,098

(71,500千人民元)

コトブキ
商事㈱

893

㈱北海道
加ト吉

631

舟山港明
食品有限公司

600

威海威東日
綜合食品
有限公司

585

㈱関空デリカ 450

三豊ケーブル
テレビ放送㈱

431

舟山加藤佳
食品有限公司

400

㈱光陽 296

㈱加ト吉
フードレック

269

コック食品㈱ 210

山東凱加食品
股?有限公司

138
(1,200千米ドル)

K&T FOODS 
CO.,LTD.

7
(500千香港ドル)

計 6,190

　　　この他に下記の会社の金融機関
よりの借入に対して指導念
書を差し入れております。

青島加藤吉
食品有限公司

261百万円
(17,000千人民元)

　４　偶発債務
　　　関係会社等の銀行借入金及び

取引先の債務に対して保証
を行っております。

コトブキ
商事㈱

709百万円

青島加藤吉
食品有限公司

180
507
(33千人民元)

威海威東日
綜合食品
有限公司

585

三豊ケーブル
テレビ放送㈱

381

㈱光陽 253

㈱加ト吉
フードレック

224

コック食品㈱ 120

山東凱加食品
股?有限公司

62
(600千米ドル)

計 3,023

　　　この他に下記の会社の金融機
関よりの借入に対して指導
念書を差し入れておりま
す。

青島加藤吉
食品有限公司

683百万円
(44千人民元)

　４　偶発債務
　　　関係会社等の銀行借入金及び取

引先の債務に対して保証を
行っております。

青島加藤吉
食品有限公司

180百万円
1,021
(71百万人民元)

コトブキ
商事㈱

733

威海威東日
綜合食品
有限公司

585

舟山港明食品
有限公司

569
(37百万人民元
及び332千米ドル)

三豊ケーブル
テレビ放送㈱

406

舟山加藤佳
食品有限公司

380
(24百万人民元
及び349千米ドル)

㈱北海道
加ト吉

318

㈱光陽 274

㈱加ト吉
フードレック

246

㈱関空デリカ 242

コック食品㈱ 240

山東凱加食品
股?有限公司

120
(1,200千米ドル)

K&T FOODS 
CO.,LTD.

6
(500千香港ドル)

計 5,324

　　　また、この他に連結子会社の銀
行借入金に対し、経営指導念
書を差し入れております。

青島加藤吉
食品有限公司

342百万円
(24百万人民元)
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前中間会計期間末
(平成19年９月30日)

当中間会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

――― 　５　経営指導念書等

　　　下記会社の金融機関からの借入

金に対して、債務保証及び債

務保証予約には該当しない

経営指導念書の差入れを

行っております。

舟山港明食品
有限公司

1,681百万円
(110百万人民元)

舟山加藤佳
食品有限公司

2,466
(162百万人民元)

合計 4,147

　　　当社はこの経営指導念書に基づ

き、実質的にも将来の債務保

証義務又は損害担保義務を

負っているものではないと

判断しております。

　５　経営指導念書等

　　　下記会社の金融機関からの借入

金に対して、債務保証及び債

務保証予約には該当しない

経営指導念書の差入れを

行っております。

舟山港明食品
有限公司

1,580百万円
(110百万人民元)

舟山加藤佳
食品有限公司

2,317
(162百万人民元)

合計 3,898

　　　当社はこの経営指導念書に基づ

き、実質的にも将来の債務保

証義務又は損害担保義務を

負っているものではないと

判断しております。

　６　受取手形割引高

2,160百万円

――― 　６　受取手形割引高

1,183百万円

※７　中間会計期間末日満期手形

の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理

しております。

　　　なお、当中間会計期間末日が金

融機関の休日であったた

め、次の中間会計期間末日

満期手形が中間会計期間末

残高に含まれております。

受取手形 407百万円

支払手形 479

――― ―――

※８　未払金

「循環取引」等の不適切な

取引行為に関連して発生し

たものが、4,062百万円含ま

れております。

※８　未払金

「循環取引」等の不適切な

取引行為に関連して発生し

たものが、4,062百万円含ま

れております。

※８　未払金

「循環取引」等の不適切な

取引行為に関連して発生し

たものが、4,062百万円含ま

れております。
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(中間損益計算書関係)

 

前中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　１　減価償却実施額

有形固定資産 852百万円

無形固定資産 3百万円

　１　減価償却実施額

有形固定資産 903百万円

無形固定資産 44百万円

　１　減価償却実施額

有形固定資産 1,736百万円

無形固定資産 6百万円

――― ※２　通常の販売目的で保有する棚

卸資産の収益性の低下によ

る薄価切下額

売上原価 312百万円

―――

――― ※３　事業再編損の内訳は次のとお

りであります。

債務保証損失
引当金繰入額

1,008百万円

貸倒引当金
繰入額

500

棚卸資産整理損 2,404

合計 3,913

―――

―――

 

※４　当中間会計期間における税金

費用については、簡便法によ

る税効果会計を適用してい

るため、法人税等調整額は

「法人税、住民税及び事業

税」に含めて表示しており

ます。

　　　(追加情報)

　　　中間会計期間における税金費用

については、従来、原則法に

より計上しておりましたが、

当社の親会社となった日本

たばこ産業株式会社と会計

処理基準を統一するため、当

中間会計期間から簡便法へ

変更しております。

―――
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(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 2,133,556 4,645 ― 2,138,201

 

　　（変動事由の概要）

　　増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

　　　単元未満株式の買取りによる増加　 4,645株

 

当中間会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 2,178,434161,994,553164,172,987 ―

 

　　（変動事由の概要）

　　増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

　　　単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　836株

　　　臨時株主総会決議の取得による増加　161,993,717株

 

　　減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

　　　取締役会決議の消却による減少　　　164,172,987株

 

前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 2,133,556 44,878 ― 2,178,434

 

　　（変動事由の概要）

　　増加数の内訳は、次のとおりであります。

　　　単元未満株式の買取りによる増加　44,878株
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(リース取引関係)

 

前中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引に係る注記

１　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引に係る注記

１　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引に係る注記

１　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

中間期末
残高
相当額
(百万円)

機械及び
装置

277 215 62

工具、器
具及び備
品

224 58 165

その他 429 158 271

合計 932 432 499

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

中間期末
残高
相当額
(百万円)

機械及び
装置

285 253 31

工具、器
具及び備
品

224 81 142

その他 426 210 215

合計 936 546 390

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

機械及び
装置

285 234 51

工具、器
具及び備
品

228 67 160

その他 443 186 256

合計 956 487 468

　なお、取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

同左 　なお、取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定し

ております。

２　未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 145百万円

１年超 354

合計 499

　なお、未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しており

ます。

２　未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 135百万円

１年超 255

合計 390

同左

２　未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 149百万円

１年超 319

合計 468

　なお、未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

３　支払リース料、減価償却費相当

額

支払リース料 84百万円

減価償却費相当額 84

３　支払リース料、減価償却費相当

額

支払リース料 75百万円

減価償却費相当額 75

３　支払リース料、減価償却費相当

額

支払リース料 160百万円

減価償却費相当額 160

４　減価償却費相当額の算定方法

　　リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によって

おります。

４　減価償却費相当額の算定方法

同左

４　減価償却費相当額の算定方法

同左

　(減損損失について)

　　リース資産に配分された減損損

失はありません。

　(減損損失について)

同左

　(減損損失について)

同左
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(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 

種類

前中間会計期間末
(平成19年９月30日)

当中間会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

中間貸借対
照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

中間貸借対
照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

貸借対照表
計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

子会社株式 2,278 1,983 △294 2,278 1,260△1,017 2,278 1,571 △707

関連会社株式 2,432 3,007 574 667 368 △298 1,469 1,188 △281

合計 4,711 4,990 279 2,945 1,629△1,316 3,748 2,759 △988

 

(企業結合等関係)

前中間会計期間(自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日)

該当事項はありません。

 

当中間会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

中間連結財務諸表の注記事項(企業結合等関係)に記載しているため、記載を省略しております。

 

前事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

該当事項はありません。

 

(１株当たり情報)

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
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(重要な後発事象)

前中間会計期間(自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日)

１　当社は、平成19年11月22日開催の取締役会において、日本たばこ産業株式会社による下記内容の当

社株式の公開買付けについて、賛同の意を表明することを決議いたしました。

なお、当該公開買付期間については、平成19年12月26日をもって終了しております。

記

(1) 公開買付者の概要

 

①商号 日本たばこ産業株式会社

②事業内容 国内及び海外たばこ産業、医薬事業、食品事業並びにその他事業

③設立年月日 昭和60年４月１日

④本店所在地 東京都港区虎ノ門２―２―１

⑤代表者の役職・氏名 代表取締役社長　　木　村　　　宏

⑥資本金 1,000億円(平成19年３月31日現在)

⑦買付者と当社の関係
等

資本関係 公開買付者は、当社の発行済株式総数の5.02％を保有しております。

 人的関係 該当事項はありません。

 取引関係

公開買付者と当社とは、平成12年10月に資本業務提携契約を締結し
て以降、公開買付者から当社への冷凍食品商品の生産委託等の事業
上の取引がございます。
公開買付者と当社役員との取引については、該当事項はありません。

 
関連当事者へ
の該当状況

該当事項はありません。

 

(2) 公開買付けの概要

 

①買付けを行う株券 普通株式

②公開買付期間 平成19年11月28日(水曜日)から平成19年12月26日(水曜日)まで(20営業日)

③買付価格 １株につき、710円

④買付予定株式数 153,789,431株(発行済株式総数の93.68％)

⑤公開買付けによる所
有株式数の異動

買付け前所有株式数　　8,250,000株(所有比率 5.02％)
買付け後所有株式数　162,039,431株(所有比率98.70％)
　(注)　買付け後の所有株式数は、買付け予定株式総数153,789,431株を買付けた場合

の株式数であります。

⑥公開買付開始公告日 平成19年11月28日(水曜日)

⑦公開買付代理人 野村証券株式会社　東京都中央区日本橋一丁目９番１号
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(3) 公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由

①　本公開買付けに関する意見の内容

当社は、平成19年11月22日開催の取締役会において、公開買付者による当社普通株式の公開

買付け(以下「本公開買付け」といいます。)について賛同の意を表明することを決議いたしま

した。

この取締役会の決議は、審議及び決議に参加した当社取締役４名(うち社外取締役３名を含

む。)全員が賛成して行われました。また、当社監査役５名全員(うち社外監査役４名を含む。)

は、上記取締役会に出席し、取締役会が本公開買付けに賛同する旨を決議することにつき異議

はない旨の意見を述べています。なお、本公開買付けへの賛同決議については、当該決議の公正

性の可及的確保の観点から、公開買付者の出身者である当社代表取締役金森哲治及び取締役専

務執行役員小林一夫は、上記取締役会のうち本公開買付けへの賛同に関する議案の審議及び決

議に参加しておりません。

 

②　本公開買付けに関する意見の根拠及び理由

当社は、公開買付者及び日清食品株式会社(以下「日清食品」といいます。)との間で、公開買

付者の冷凍食品事業と日清食品の冷凍食品事業を当社に移管し、三社における冷凍食品事業を

統合すること(以下「本件統合」といいます。)について、平成19年11月22日、合意に至りまし

た。

本件統合によって、売上高約2,600億円(三社の平成18年度実績ベース合算値)にのぼる名実

とも日本最大級の冷凍食品事業を有する食品企業が誕生します。本件統合後の当社は、三社そ

れぞれの強みを活かした早期のシナジー実現を図るとともに国内における強固な事業体を形

成し、グローバル食品メーカーへの飛躍を目指して更なる成長戦略を実現してまいります。

昨今の国内食品市場では、少子高齢化に伴う社会構造の変化、原料価格の高騰や食の安全・

安心への関心の高まりなどから、その事業環境は大きく変化しています。このような中、当社、

公開買付者及び日清食品は、冷凍食品事業の統合を通じて各社の企業価値及び株主価値をさら

に増大させることを目的に、三社間で意見交換を進めてまいりました。

本件統合により、当社の豊富な原料調達力や競争力の高い製造・販売基盤、公開買付者の高

付加価値を生み出す研究開発力や時代を捉えた商品開発力、日清食品の麺類を中心に差別化さ

れた高付加価値製品を生み出すブランディング力、商品開発力並びに徹底した品質管理体制な

ど、各社におけるそれぞれの強みをベースとした経営資源の相互補完効果が得られることにな

ります。加えて、商品開発力や営業力の強化など、三社が有する経営資源を最大限に活用するこ

とにより、本件統合は相乗効果を期待しうる理想的な原料調達から販売にいたるまでのバ

リューチェーン構成を可能とし、事業価値の更なる拡大を実現することができます。

本件統合によって、公開買付者及び日清食品が、イコール・パートナーとして、二社各々が

培ってきた強みを当社に統合することで、日本最大級となる冷凍食品企業が誕生し、麺類、フラ

イ類、スナック、畜肉商材、中華商材、デザート、米飯類等の冷凍食品事業を支える多彩なカテゴ

リーを有する冷凍食品業界のリーダーとしての基盤を確固たるものとします。将来において

も、その自律的成長はもとより、事業の飛躍的拡大に向けた投資や、国内食品メーカー再編の核

として積極的なアライアンスを推進し、グローバル食品メーカーを目指していきます。
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本件統合については、今後、三社間において、本公開買付けの成立後速やかに「統合委員会」

を設置し、冷凍食品事業における統合の円滑な推進を図るとともに、統合効果が早期に最大化

することを目的に、当社への事業移管後の再編又は統合も含め、具体的な取組方針・方法につ

いて検討を進めてまいります。

以上の考え方に基づき、当社は、公開買付者及び日清食品との間で、本件統合について協議・

検討を重ね、その結果、本公開買付け(及び必要に応じて行われる予定の、下記④記載の全部取

得条項付種類株式を用いた完全子会社化の手続)により、公開買付者が当社の発行済株式数の

100％に相当する当社株式を取得し当社の完全親会社となった上、公開買付者が当社株式のう

ち49％を日清食品に譲渡した後、両者の冷凍食品事業を当社に移管することが、当社、公開買付

者及び日清食品の事業価値最大化に資するとの基本的了解に至り、平成19年11月22日付で三社

の間で「資本業務提携に関する基本契約書」を締結いたしました。

本公開買付けは、本件統合の一環として、同契約に基づき実施されるものであり、当社は、本

公開買付けが当社の事業価値最大化のために必要なものと判断いたしました。

なお、下記④「本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」及

び⑤「上場廃止に関する見込み」に記載しましたように、公開買付者は、本公開買付け後、最終

的に当社株式の100％を保有することを企図しており、また、当社普通株式に係る株券は上場廃

止となる見込みです。昨今の国内食品市場での事業環境の激変に適時かつ適切に対応するため

には、意思決定の更なる迅速化、事業の抜本的な見直しや大規模な設備投資の実行、あるいはア

ライアンスの遂行などが必要とされていますが、これらの施策は、短期的には当社の期間損益

に大きな変動をもたらしたり、あるいは、当社の経営・財務状況に対して重大なリスクをもた

らすことも考えられます。このような施策を長期的な視野に立って適時かつ適切に実施してい

くためには、当社の全議決権を公開買付者と日清食品に委ねた上で、本件統合を推進すること

が最善と判断いたしました。本公開買付けは、現金を対価とするものであり、その代替措置につ

いては特段の検討は行っておりませんが、下記③「買付価格の公正性を担保するための措置及

び利益相反を回避する措置の内容」に記載しましたとおり、本公開買付けの算定価格は本公開

買付けに応募される当社の株主にとって公正な価格であり、当社株主に対しても適切な株式売

却の機会を提供するものであると判断し、賛同することといたしました。
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③　買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避する措置の内容

下記の本公開買付けに関する意見表明に係る審議及び決議に参加した当社取締役４名(うち

社外取締役３名を含む。)は、本公開買付けにおける買付価格の公正性を担保するため、公開買

付者及び当社から独立した地位の財務アドバイザーであるメリルリンチ日本証券株式会社(以

下「メリルリンチ」といいます。)より、本公開買付けにおける当社普通株式の買付価格が当社

普通株式の株主(公開買付者及び公開買付者の関係会社を除く。)にとって財務的見地から公正

である旨の意見書を受領しております(なお、かかる意見書には一般通例的な前提条件が付さ

れております。)。メリルリンチは当社の財務アドバイザーであり、かかるサービスに対し、当社

から手数料を受領し、かかる手数料の一部は本公開買付けの成立に伴い発生します。更に、本公

開買付けが成立しました場合、メリルリンチは当社に対し、上記公開買付者の完全親会社化及

び本件統合についてもアドバイスを行う予定です。

また、当社取締役会は、上記意見書ならびにリーガルアドバイザーである西村あさひ法律事

務所による法的リスクの分析及びその内容も参考にしながら、本公開買付けの諸条件について

慎重に検討した結果、平成19年11月22日開催の取締役会において、審議及び決議に参加した当

社取締役４名(うち社外取締役３名を含む。)全員一致で、本公開買付けに賛同する旨を決議し

ています。また、当社監査役５名全員(うち社外監査役４名を含む。)は、上記取締役会に出席し、

取締役会が本公開買付けに賛同する旨を決議することにつき異議はない旨の意見を述べてい

ます。

なお、本公開買付けの買付価格は、平成19年８月20日から平成19年11月19日までの３ヶ月間

の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の単純平均値537円(小数点以下四捨

五入)に対して約32.2％のプレミアムを加えた額となります。

 

④　本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)

公開買付者は、本公開買付け後、最終的に当社株式の100％を保有することを企図しており、

本公開買付けにおいて公開買付者が保有する当社株式及び当社の自己株式を除く全株式を取

得できなかった場合には、以下に述べる方法により、当社を完全子会社化することを予定して

おります。

具体的には、本公開買付けが成立した後に、公開買付者は、(ⅰ)当社において普通株式とは別

の種類の株式を発行できる旨の定款変更を行うことにより、当社を会社法の規定する種類株式

発行会社とすること、(ⅱ)当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更

を行うこと、及び(ⅲ)当社の当該株式の全部取得と引き換えに別個の種類の当社株式を交付す

ること、以上(ⅰ)乃至(ⅲ)を付議議案に含む株主総会の開催を当社に要請する予定です。なお、

公開買付者は、本公開買付けが成立した場合には当社の総議決権の３分の２以上を保有するこ

とになる予定であり、上記の株主総会において上記各議案に賛成する予定です。
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上記(ⅰ)乃至(ⅲ)の各手続が実行された場合には、当社の発行する全ての普通株式は全部取

得条項が付された上で、全て当社に取得されることとなり、当社の株主には当該取得の対価と

して当社の別個の種類の当社株式が交付されることになりますが、交付されるべき当該当社株

式の数が１株に満たない端数となる株主に対しては、法令の手続に従い、当該端数の合計数(合

計した数に端数がある場合には当該端数は切り捨てられます。)に相当する当該当社株式を売

却すること等によって得られる金銭が交付されることになります。なお、当該端数の合計数に

相当する当該当社株式の売却の結果当該株主に交付される金銭の額については、特段の事情が

ない限り本公開買付けの買付価格を基準として算定する予定です。また、全部取得条項が付さ

れた株式の取得の対価として交付する当社株式の種類及び数は、本書提出日現在未定でありま

すが、当社が、公開買付者がその発行済株式の100％を保有する完全子会社となるよう、本公開

買付けに応募されなかった当社の株主に対し交付しなければならない当社株式の数が１株に

満たない端数となるよう決定する予定であります。上記(ⅱ)の普通株式に全部取得条項を付す

旨の定款変更を行うに際しては、(a)少数株主の権利保護を目的として会社法第116条及び第

117条その他の関係法令の定めに従って、株主はその有する株式の買取請求を行うことができ

る権利を有しており、また、(b)同様の趣旨に基づき、全部取得条項が付された株式の全部取得

が株主総会において決議された場合には、会社法第172条その他の関係法令の定めに従って、株

主は当該株式の取得の価格の決定の申し立てを行うことができます。これらの(a)又は(b)の方

法による１株当たりの買取価格及び取得価格は、最終的には裁判所が判断することになるた

め、本公開買付けの買付価格とは異なることがあり得ます。当社は、上場株式の取得と引き換え

に交付する別個の当社株式の上場申請を行わない予定です。

また、上記方法については、本公開買付け後の公開買付者の株券所有割合、公開買付者以外の

当社株主の株式の保有状況又は関連法令についての当局の解釈等の状況等によっては、それと

同等の効果を有する他の方法を実施し、また実施に時間を要する可能性があります。ただし、そ

の場合でも、公開買付者以外の当社株主に対しては、最終的に金銭を交付する方法により完全

子会社化をすることを予定しております。この場合における当該当社株主に交付する金銭の額

についても、特段の事情がない限り本公開買付けの買付価格を基準として算定する予定です。

以上の場合における具体的な手続については、公開買付者と協議のうえ、決定次第、速やかに公

表します。

 

⑤　上場廃止に関する見込み

当社の普通株式は、本書提出日現在、株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所

(総称して、以下「本証券取引所」といいます。)に上場されておりますが、本公開買付けにおい

ては買付けを行う株券の数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、当社

株式は流動性等にかかる本証券取引所の株券上場廃止基準に従い、本公開買付けの成立をもっ

て、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。

また、本公開買付けの成立時点で、当該基準に該当しない場合でも、適用ある法令に従い、当

社が公開買付者の完全子会社となることが予定されておりますので、その場合には当社普通株

式に係る株券は上場廃止となります。
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(4) 本公開買付けに係る結果

日本たばこ産業株式会社が平成19年11月28日より実施しておりました当社株式に対する公開

買付けが、平成19年12月26日をもって終了いたしました。これにより、平成20年１月８日(決済の

開始予定日)付で日本たばこ産業株式会社は、当社の親会社となる予定であります。

 

異動前後における日本たばこ産業株式会社の所有株式数及び所有割合

 

 議決権の数 所有株式数
総株主の議決権の数
に対する所有割合

株主順位

異動前
(平成19年11月28日)

82,500個 8,250,000株 5.09％ ４位

異動後 1,521,147個152,114,718株 93.88％ １位

(注)　上記の「異動前」の総株主の議決権の数に対する所有割合は、平成19年３月31日現在の総株主の議決権数

を基準に算出しております。

 

２　当社は平成19年５月25日付で、当社企業集団における中国事業の実行責任者であった当社前代表

取締役会長兼社長加藤義和氏(平成19年４月24日辞任)と、同氏を資産譲受人及び債務引受人とする

「資産譲渡契約」及び「債務引受契約」を締結致しておりましたが、平成19年９月27日付の同氏の

債務履行により、「債務引受契約」は消滅しております。

 

３　ミートホープ㈱による損害問題

ミートホープ㈱は、平成19年８月２日付で破産手続開始決定を受けております。これにより当社

は破産債権届出書を提出しております。なお、食肉加工販売のミートホープ㈱による食肉偽装事件

に関して「北海道加ト吉が牛肉偽装行為に関与した事実はない。」旨の意見が外部調査委員会から

平成19年９月28日付で公表されております。

 

４　当社の関連会社である㈱アーバンフーズは、前事業年度において東京地方裁判所より破産手続開

始決定を受け、現在手続中であります。

 

当中間会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

１　当社は、当社水産事業本部が営む水産加工事業等については、当社が新設した株式会社オーシャン

ローズ(以下「オーシャンローズ」)へ当社の水産加工食品事業等を譲渡した上で、当社が所有する

オーシャンローズの全株式及び当社及び加ト吉水産株式会社が所有するグループ連結会社である

川万水産株式会社（以下「川万水産」）の全株式をグループ連結子会社である株式会社グリーン

フーズへ譲渡することを平成20年９月19日付で決議しておりましたが、当社水産事業及び川万水産

の損益状況が当初計画と比較して大幅に悪化している状況を踏まえ、三社間で協議のうえ、統合を

延期することを平成20年12月26日に決定いたしました。
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　（新設子会社の概要）

①　商号 株式会社オーシャンローズ

②　設立年月日 平成20年10月31日

③　本店所在地 香川県観音寺市坂本町五丁目18番37号

④　代表社名 代表取締役　田内幹雄

⑤　資本金 300万円

⑥　事業内容 冷凍食品、菓子類、乳製品類、その他食料品の製造、加工及び販売、

農・水・畜産物の加工販売

 

２　当社は、平成20年11月10日に、舟山港明食品有限公司、舟山加藤佳食品有限公司及びその株主であ

る浙江海氏実業集団有限公司から訴訟を提起されております。

　　浙江海氏実業集団有限公司(以下「原告１」)、舟山港明食品有限公司(以下「原告２」)及び舟山加

藤佳食品有限公司(以下「原告３」)は、当社が原告らとの間で合意したとする事項を履行しなかっ

たことにより、原告２及び原告３が営業を継続することが不能となったことに伴い損害が発生した

こと、並びに原告２及び原告３の親会社である原告１において、その出資持分相当の損害が発生し

たとして、当社に対しこれら損害額49,680百万円の賠償を請求する訴訟を提起したものでありま

す。

　　当社は、原告との間で原告が主張するような合意を行った事実はなく、原告の請求する損害賠償に

応じる理由は全くないと考えております。当社の正当性につきましては、今後の裁判において主張

してまいります。

 

３　当社の子会社である舟山谷林食品有限公司は、平成20年10月14日に、舟山港明食品有限公司及び舟

山加藤佳食品有限公司より、資産譲渡契約及び不動産賃貸契約に関して債務不履行があるとして、

中国国際経済貿易仲裁委員会に2,192百万円(違約金支払請求額192百万円を含む)の支払を求める

仲裁の申立を受けております。

　　また、当社及び子会社の株式会社グリーンフーズが当該債務について、連帯して債務を負うものと

して、仲裁の申立を受けております。

　　当該仲裁申立に係る債務不履行につきまして、舟山谷林食品有限公司は既に支払済であると考えて

おり、本件申立については今後適切に対応して参ります。
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前事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

１　当社の関係会社である㈱アーバンフーズは、前事業年度において東京地方裁判所より破産手続開始

決定を受け、現在係争中であります。

２　当社は平成19年５月25日付で、当社企業集団における中国事業の実行責任者であった当社前代表取

締役会長兼社長加藤義和氏(平成19年４月24日辞任)と、同氏を資産譲受人及び債務引受人とする

「資産譲渡契約」及び「債務引受契約」を締結致しましたが、そのうち、平成20年３月31日付で

「当社が有する子会社舟山加藤佳食品有限公司(以下「加藤佳」)に対する出資金」、「当社が有す

る関係会社舟山港明食品有限公司(以下「港明」)に対する出資金」、「子会社加ト吉水産㈱が有す

る加藤佳に対する出資金」、「子会社加ト吉水産㈱他２社が有する港明に対する出資金」について

は、同氏の債務履行により消滅致しました。なお、平成20年３月31日現在で未履行の契約の概要は以

下のとおりであり、これらの支払期日(平成20年３月31日)を平成20年９月30日に変更する予定であ

ります。

　(1) 資産譲渡内容

　　①　譲渡資産及び譲渡価額(譲渡価額は、当社及び子会社の平成19年３月31日現在の帳簿価額によって

おります。)

当社が有する加藤佳に対する債権(貸付金) 59百万円

当社が有する加藤佳に対する債権(売掛金) 405

当社が有する港明に対する債権(貸付金) 800

子会社青島加藤吉食品有限公司が有する上海海氏実業
３有限公司に対する債権(前渡金) 1,091

　　　　　　　　　合　　　計 2,355

　　②　支払時期

　　　　2008年９月30日

　(2) 別途、債務の履行をより確実にするために必要な保全措置を講じております。

３　ミートホープ㈱による損害問題

　　ミートホープ㈱は、平成19年８月２日付で破産手続開始決定を受けております。これにより当社は破

産債権届出書を提出しております。なお、食肉加工販売のミートホープ㈱による食肉偽装事件に関

して「北海道加ト吉が牛肉偽装行為に関与した事実はない。」旨の意見が外部調査委員会から平成

19年９月28日付で公表されております。

４　当社は、平成20年４月18日の全部取得条項付普通株式の全部取得及びＡ種種類株式交付の効力発生

日に、日本たばこ産業株式会社の完全子会社となるため、平成20年４月14日付けで上場廃止となり

ました。

５　当社は、当社水産事業本部が営む水産加工品事業及びグループ連結子会社である川万水産株式会社

が営む全事業を、同じくグループ連結子会社であり、水産事業を専業として営む株式会社グリーン

フーズに統合する方向で検討を開始することに合意致し、平成20年４月18日開催の取締役会におい

て基本合意書を締結することを決議いたしました。

６　当社は、親会社である日本たばこ産業株式会社の食品事業部及び調味料事業を当社へ統合すること

と致しました。本統合は平成20年７月１日を予定しており、業務プロセスの統合については平成20

年度中の完了を目処に進めて参ります。
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(2) 【その他】

①　決算日後の状況

当社は平成19年５月25日付で、当社企業集団における中国事業の実行責任者であった当社前代

表取締役会長兼社長加藤義和氏(平成19年４月24日辞任)と、同氏を資産譲受人及び債務引受人とす

る「資産譲渡契約」及び「債務引受契約」を締結致しました。

なお、平成20年９月30日現在で未履行の譲渡資産及び譲渡価額は2,318 百万円であります。

今後については同氏より担保として取得している株式を売却した後、被担保債権の弁済に充当

するとともに、未履行の債務については上記契約に従い、同氏に履行を求める方針であります。

 

②　重要な訴訟事件等

「第５　経理の状況　２　中間財務諸表等　(重要な後発事象)」に記載のとおりであります。

 

③　中間配当

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
 
 
 

有価証券報告書
及びその添付書類

事業年度
(第53期)

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

 
平成20年６月25日
四国財務局長に提出。

      
 臨時報告書

及びその添付書類
金融商品取引法第24条の５第４項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第６号の規定に基づく臨時
報告書であります。

 平成20年12月４日
四国財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

平成19年12月26日

株式会社加ト吉

取締役会　御中

太陽ＡＳＧ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　山　　田　　茂　　善　　㊞

   

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　高　　木　　　　　勇　　㊞

   

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　大　　村　　　　　茂　　㊞

 

山田公認会計士事務所

 

  公認会計士　　山　　田　　拓　　幸　　㊞

 

廣瀬公認会計士事務所

 

  公認会計士　　廣　　瀬　　隆　　明　　㊞

 

中谷公認会計士事務所

 

  公認会計士　　中　　谷　　秀　　孝　　㊞

 

私どもは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社加ト吉の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間

連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間

連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責

任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに

中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的

手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私どもは、中間

監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私どもは、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社加ト吉及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同
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日をもって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
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追記情報

１．会計方針の変更に記載されているとおり、会社は帳合取引の会計処理について、売上高と仕入高

を両建する「総額表示」から、売上高と仕入高を相殺する「純額表示」に変更した。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年11月22日開催の取締役会において、日

本たばこ産業株式会社による会社株式の公開買付について、賛同の意を表明することを決議し

た。その結果を受けて会社株式は上場廃止となる見込みである。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員並びに公認会計士山田拓幸、公認会計士廣瀬隆明及び公認会計士

中谷秀孝との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 
 
(※) １　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書

提出会社)が別途保管しております。

２　前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

平成20年12月29日

株式会社加ト吉

取締役会　御中

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　高　　木　　　　　勇　　印

   

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　大　　村　　　　　茂　　印

   

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　岡　　本　　伸　　吾　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社加ト吉の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平

成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損

益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。こ

の中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要

な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査

手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務

諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作

成基準に準拠して、株式会社加ト吉及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間連結会計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

追記情報

１．重要な後発事象１．に記載されているとおり、会社は水産事業本部が営む水産加工食品事業等について、連結

子会社である株式会社グリーンフーズに統合することを平成20年９月19日に決議していたが、統合を延期する

ことを平成20年12月26日に決定した。

２．重要な後発事象２．に記載されているとおり、平成20年11月10日に、舟山港明食品有限公司、舟山加藤佳食品有

限公司及びその株主である浙江海氏実業集団有限公司から、会社は訴訟を提起されている。

３．重要な後発事象３．に記載されているとおり、平成20年10月14日に、舟山港明食品有限公司及び舟山加藤佳食

品有限公司から、連結子会社である舟山谷林食品有限公司は仲裁の申立を受けている。また会社及び連結子会

社である株式会社グリーンフーズも連帯して債務を負うものとして仲裁の申立を受けている。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上
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(※) １　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書

提出会社)が別途保管しております。

２　中間連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

平成19年12月26日

株式会社加ト吉

取締役会　御中

太陽ＡＳＧ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　山　　田　　茂　　善　　㊞

   

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　高　　木　　　　　勇　　㊞

   

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　大　　村　　　　　茂　　㊞

 

山田公認会計士事務所

 

  公認会計士　　山　　田　　拓　　幸　　㊞

 

廣瀬公認会計士事務所

 

  公認会計士　　廣　　瀬　　隆　　明　　㊞

 

中谷公認会計士事務所

 

  公認会計士　　中　　谷　　秀　　孝　　㊞

 

私どもは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社加ト吉の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第53期事業年度の中

間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対

照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の

作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに

ある。

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに

中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を

中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私どもは、中間監査の結

果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私どもは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社加ト吉の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会
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計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示している

ものと認める。
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追記情報

１．会計方針の変更に記載されているとおり、会社は帳合取引の会計処理について、売上高と仕入高

を両建する「総額表示」から、売上高と仕入高を相殺する「純額表示」に変更した。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年11月22日開催の取締役会において、日

本たばこ産業株式会社による会社株式の公開買付について、賛同の意を表明することを決議し

た。その結果を受けて会社株式は上場廃止となる見込みである。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員並びに公認会計士山田拓幸、公認会計士廣瀬隆明及び公認会計士

中谷秀孝との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 
 
(※) １　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書

提出会社)が別途保管しております。

２　前中間会計期間の中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

平成20年12月29日

株式会社加ト吉

取締役会　御中

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　高　　木　　　　　勇　　印

   

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　大　　村　　　　　茂　　印

   

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　岡　　本　　伸　　吾　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社加ト吉の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第54期事業年度の中間会計期間（平成

20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中

間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必

要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する

意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社加ト吉の平成20年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成20年

４月１日から平成20年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

追記情報

１．重要な後発事象１．に記載されているとおり、会社は水産事業本部が営む水産加工食品事業等について、連結

子会社である株式会社グリーンフーズに統合することを平成20年９月19日に決議していたが、統合を延期する

ことを平成20年12月26日に決定した。

２．重要な後発事象２．に記載されているとおり、平成20年11月10日に、舟山港明食品有限公司、舟山加藤佳食品有

限公司及びその株主である浙江海氏実業集団有限公司から、会社は訴訟を提起されている。

３．重要な後発事象３．に記載されているとおり、平成20年10月14日に、舟山港明食品有限公司及び舟山加藤佳食

品有限公司から、連結子会社である舟山谷林食品有限公司は仲裁の申立を受けている。また会社及び連結子会

社である株式会社グリーンフーズも連帯して債務を負うものとして仲裁の申立を受けている。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上
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(※) １　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書

提出会社)が別途保管しております。

２　中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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